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（午前１０時 開会） 

○水谷毅委員長 ただいまから、文教上下

水道常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 おはようございます。 

 委員の皆様方におかれましては、公私何

かとお忙しい中、本日は文教上下水道常任

委員会をお持ちいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 本日の案件でございますが、令和８年度

摂津市一般会計予算所管分の審査の外７

件についてでございます。何とぞ慎重審査

の上、御可決賜りますよう、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 なお、私は、この場を一旦離れますけれ

ども、待機しておりますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 簡単ですけれども、御挨拶といたします。 

○水谷毅委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、松本委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおりに行うことに、異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 議案第１号、令和８年度摂津市一般会計

予算所管分及び議案第９号、令和７年度摂

津市一般会計補正予算所管分の審査を行

います。 

 本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 宇都宮委員。 

○宇都宮美男委員 おはようございます。 

 それでは、番号順に質問をさせていただ

きます。 

 まず、１番、児童発達支援事業について

お聞きいたします。発達に課題がある子供

たちへの支援はとても重要だと思います

が、この事業内容についてお聞かせくださ

い。 

 ２番です。こどもの居場所づくり事業に

ついてお聞きします。子ども食堂運営事業

補助金についてです。本年度開設された子

供食堂の箇所数等、あれば聞かせてくださ

い。 

 ３番です。宿題カフェ運営補助金につい

てお伺いします。共働き世帯が多くなって

きて、放課後に安心して過ごせる場所とし

て、宿題カフェの役割は大きくなっている

と思っています。本年の宿題カフェの開催

頻度と参加した子供の数を、分かれば教え

ていただければと思います。 

 ４番です。子育て世帯訪問支援事業につ

いてお伺いします。この事業の委託内容や

どのような世帯を対象としているのか、詳

しく教えていただければと思います。 

 ５番です。児童虐待防止キャンペーン事

業についてお伺いします。私自身議員にな

るまで、この取組を詳しくは知りませんで

した。まず、本市ではどのような内容で実

施しているのか、お聞かせください。 

 ６番です。民間保育所等入所承諾事業に

ついて伺います。この事業の教育・保育給

付費負担金の内容についてお聞かせ願え

ればと思います。 

 ７番です。先ほどと同じ事業の中の乳児

等支援給付費負担金についてお伺いしま

す。摂津市でのゼロ歳児から２歳児の保育

のニーズと併せて、この事業の内容を教え
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てください。 

 ８番です。障害児保育運営事業について

です。障害のある子供たちが安心して保育

を受けられる環境を整えていくことは、と

ても大事なことであると思います。まず、

この事業の内容についてお聞かせくださ

い。 

 ９番です。小中学校通学区域等事業につ

いてになります。小中学校通学区域等審議

会委員報酬というのがありましたが、令和

４年度に統合に係る審議会は何度開催し、

審議会の内容はどのようなものであった

か、お聞きいたします。 

 １０番です。新入学用品支給事業です。

ランドセルが新しくなり、リニューアル情

報も様々掲載していただいていたと思い

ます。強度も増し、肩部分が痛くならない

ように改善されて、感謝しております。そ

の後１年間の反響や意見などがあったか

どうか、どんな内容だったのかをお聞きい

たします。 

 １１番です。安全対策事業についてです。

前年度分まで入っていたオートロック化

の予算がなくなっておりました。オートロ

ックは令和７年度で全て完了したと思い

ますが、オートロック化実施後、来校者の

使い勝手等情報がありましたら、教えてい

ただきたいと思います。 

 １２番です。小学校管理運営事業になり

ます。旧鳥飼東小学校管理業務委託料と、

スクールバス運行管理業務委託料につい

て、小学校統合によるものであると思うの

ですが、改めて内容をお聞かせください。 

 １３番です。小学校施設運営事業につい

てです。小学校が１０校から９校へ減るこ

とで、光熱水費は前年度より減額となって

おります。学校が１校減ることによる一定

の削減効果が見込まれたものと思います

が、どの程度の削減を予想して予算計上さ

れたのか、お聞かせください。 

 １４番です。中学校給食事業についてで

す。 

まず、小学校の給食費について、１月よ

り無償化してくださって、感謝しておりま

す。一方、中学校の給食器具費は、昨年度

より大幅に増額となっております。具体的

な増額理由について、教えてください。 

 次、１５番です。学校部活動等助成事業

についてです。子供たちの部活動を支える

取組として重要な事業であると思ってお

りますので、まず、本事業の目的や内容に

ついてお聞かせください。 

 １６番です。教育関係団体補助金事業に

ついてです。まず、本事業の具体的な内容

と補助対象となっている団体について、お

聞かせください。 

 １７番です。学力向上推進事業について

伺います。学力定着度調査について、これ

まで実施してきて生徒の学力が定着して

いるのがしっかりと確認できているのか、

事業の進捗状況を聞かせてください。 

 １８番です。小学校教育用コンピュータ

ー事業についてです。端末の入替え等に伴

って、都度アクセスポイントの切替えも行

っているのかどうかの質問になります。 

 １９番です。教育センター維持管理事業

についてです。令和８年度は令和７年度に

比べて、３倍程度の予算が計上されており

ますが、来年度の事業内容はどのようなも

のになりますでしょうか、お聞かせくださ

い。 

 ２０番です。教務用品支給事業の事業内

容について、簡単にお聞きいたします。 

 ２１番です。二十歳のつどい開催事業に

ついて、お伺いいたします。成人祭が二十

歳のつどいとなって、３年ほどたっている
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と思います。また、来年度予算については

減額となっているようですが、減額理由と

今年度の参加率を教えていただけますで

しょうか。 

 ２２番です。青少年夢感動体験事業につ

いてお伺いします。昨年度予算まで入って

おりました自然体験事業はどうなったの

か、お聞きいたします。 

 ２３番です。こども会育成事業、ＰＴＡ

協議会育成事業、青少年指導員事業につい

て、まとめてお聞きします。いずれの事業

も地域で子供たちの成長を支える大切な

取組であると思っておりますが、近年は担

い手不足や世代交代といった課題も噴出

しているのではではないかと思っていま

す。現在の活動状況や担い手の確保につい

て、どのような状況にあるのかをお聞かせ

ください。 

 ２４番です。図書館運営事業についてお

伺いします。摂津市民図書館のトイレ改修

や学習室の運用などについて、来館者が気

持ちよく図書館を使っていただければ、う

れしいなと思っております。まず、図書購

入費についてお聞きします。前年度より減

額となっておりますが、その理由を教えて

ください。 

 ２５番になります。補正予算の２０ペー

ジ、款１６府支出金、項２府補助金、目２

民生費府補助金、節３児童福祉費補助金に、

子ども・子育て支援交付金とありますが、

これを簡単に教えていただければと思い

ます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 では、答弁を求めます。 

 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 それでは、ま

ず１番目、児童発達支援事業に関する御質

問にお答えいたします。 

 児童発達支援事業につきましては、発達

に課題があるお子様ですとか、身体・知的

等々障害があるお子様に対しまして、児童

福祉法に基づく通所支援でありますとか、

相談支援サービスを提供する事業でござ

います。 

 通所支援サービスといたしましては、未

就学児を対象に、日常生活における動作指

導や言語指導、作業療法等を行う児童発達

支援、それから、就学後の児童に対して、

生活能力向上のための必要な訓練や社会

との交流の促進などの支援を行う放課後

等デイサービスといったものがございま

す。 

 ２番目でございます。こどもの居場所づ

くり事業のうち、子ども食堂を開催してい

る数ということでございます。 

 現在、市内では、鳥飼東小学校区を除く

九つの小学校区に２０か所の子ども食堂

がございます。残念ながら令和７年度に新

設された子ども食堂はございませんが、そ

れぞれが継続して御活動いただいている

状況でございます。 

 ３番目、同じくこどもの居場所づくり事

業の宿題カフェの開催頻度、参加人数でご

ざいます。 

 市内で運営されている宿題カフェにつ

きましては、令和６年度から開催していた

だいております摂津小学校区と鳥飼小学

校区の各１か所に加えまして、鳥飼西小学

校区に昨年１０月、新たに１か所開設され

ておりまして、現在、合計３か所でござい

ます。 

 開催頻度につきましては、それぞれが週

１回ずつ、木曜日と金曜日があったと思い

ますけれども、されているところでござい

ます。 

 あと、参加される子供の数でございます。
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場所によってそれぞれでございますが、多

いところでは、毎回２０人から３０人が来

られているとお伺いしております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 佐野課長。 

○佐野こども家庭相談課長 それでは、４

番目、子育て世帯訪問支援事業内にある子

育て世帯訪問支援委託料の内容について、

お答えいたします。 

 子育て世帯訪問支援委託料は、積極的に

自らが支援を求めることが困難で、行政の

援助がなければネグレクトなど不適切な

養育になる可能性の高い家庭を対象とし

て、専門的なノウハウを有している事業所

と契約を行い、食事の準備や清掃などの家

事援助などを行っていただいております。 

 続きまして、５番目、児童虐待防止キャ

ンペーン事業の内容についてでございま

す。こちらは、毎年１１月の児童虐待防止

月間に、虐待防止の願いを込めて、オレン

ジリボンをＰＲするオレンジリボンキャ

ンペーンを実施いたしております。啓発パ

ネルの展示、市役所、ＪＲ千里丘駅でのの

ぼりや横断幕の設置、公共施設巡回バスへ

のマグネットシートの設置のほか、ＤＶ防

止事業と連携したパープル＆オレンジリ

ボンの取組として、講演会なども開催いた

しております。 

 また職員には、１１月の児童虐待防止月

間におきまして、オレンジリボンの着用を

啓発しております。令和８年度の取組とい

たしましては、公共施設にパープル＆オレ

ンジリボンライトを設置する予定でござ

います。 

 引き続き、より多くの方に児童虐待防止

の取組やパープル＆オレンジリボンを知

っていただく機会となるよう周知に努め

てまいります。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 ６番目、教育・保育

給付費負担金に関するお問いでございま

す。 

 この内容でございますが、私立の保育所、

認定こども園及び小規模保育事業所等の

運営に対する財政支援となっております。

これは、国が定める公定価格に基づき、児

童１人当たりの教育・保育に通常必要とな

る費用を算出し、各保育施設へ支払うもの

でございます。 

 現在、市内私立の教育・保育施設２７か

所に加え、本市在住の児童が市外の教育・

保育施設へ入所した場合には、当該施設へ

支払いを行っているものでございます。 

 続きまして、７番目でございます。乳児

等支援給付費負担金に関するお問いでご

ざいます。 

 こちらは、乳児等通園支援事業、いわゆ

るこども誰でも通園制度の実施事業所に

対する財政支援でございます。こども誰で

も通園制度は、令和７年度は、子ども・子

育て支援法に基づく地域子ども・子育て支

援事業として実施しており、実施事業所に

対しては、乳児等通園支援事業補助金とし

て予算計上をさせていただいておりまし

た。 

 令和８年度からは、子ども・子育て支援

法に基づく新たな給付、乳児等のための支

援給付という名称でございます。新たな給

付として、全国の自治体で実施する必要が

あり、実施事業所に対しては、乳児等支援

給付費を支弁することとなることから、予

算科目についても、このように改めさせて

いただいております。 

 令和７年度は、本市内では、私立保育施

設に御協力いただきまして、６か所で実施
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しております。保育所等に通っていないゼ

ロ歳６か月から満３歳未満の子供が対象

となりますが、１月末現在で、３９人の児

童に利用認定を行っております。 

 ニーズにつきましては、多くはゼロ歳児、

１歳児となっております。令和８年度も、

引き続き６か所で実施する予定であると

ともに、改めて対象者のニーズ等の把握に

努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、８番目の障害児保育運営事

業でございます。まず、内容につきまして

は、予算科目としては二つございます。報

償金と障害児保育補助金でございます。 

 報償金につきましては、主な内容は、障

害児保育を実施している保育施設を臨床

心理士等が巡回し、支援が必要な子供に適

切な支援が行えるよう助言やアドバイス

を行っているとともに、保護者への個別面

談を実施して、子育ての悩みを聴きながら、

家庭での接し方の助言等を行っているも

のでございます。 

 続きまして、障害児保育補助金でござい

ますが、こちらは、心身に障害を有する児

童、または生活に一定の支援を必要とする

児童に係る保育を行うに当たりまして、介

助保育士等を配置する私立保育施設に対

して、補助金を交付するものでございます。 

 令和７年度は、私立保育施設１９か所で、

対象児童は５２人、介助保育士等の配置は

４７人となっております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 ９番目、小中学校通

学区域等事業についてのお問いでござい

ます。 

 前回の小中学校通学区域等審議会の実

施回数と、内容でございます。計４回開催

し、その際は、鳥飼地域における学校の適

正規模、適正配置について御審議いただき、

保護者アンケートや地域での意見交換会

等の結果も踏まえた上で、鳥飼小学校と鳥

飼東小学校を統合する旨の答申をいただ

いております。 

 続きまして、１０番目、新入学用品支給

事業です。リニューアルしたスクールバッ

グについて、その後１年間の反響、御意見

などということでございます。 

 スクールバックのリニューアルにつき

ましては、事前のアンケートを基に、肩ひ

もの改良や防犯ブザーの取付位置の変更

等を行い、令和７年度の新１年生から支給

を開始いたしました。 

 現在のところ、軽くて使いやすいといっ

たお声もあり、おおむね好評をいただいて

おると認識いたしております。 

 一方で、配付いたしました製品の一部に、

バックルの台座パーツがない状態で生産

された不良品が混入していたことが判明

いたしました。対象の御家庭には御迷惑を

おかけいたしましたが、製造元のお客様相

談室を通じて、速やかに交換対応を実施い

たしております。 

 続きまして、１１番目、安全対策事業で

す。 

 オートロック設置後の来校者の対応に

つきましては、通用門のインターフォンで

職員室へ御連絡いただき、お名前、ご用件

などを確認した上で、リモートで解除する

仕組みとなっております。 

 来校者の皆様には少しお手間を取らせ

てしまう面もございますが、児童・生徒の

安全確保が最優先であるとの趣旨を御理

解いただいており、現在のところ大きな混

乱や、不便といった御意見はなく、御協力

をいただいているものと認識いたしてお

ります。 
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 続きまして、１２番目、小学校管理運営

事業における旧鳥飼東小学校管理業務委

託料とスクールバス運行管理業務委託料

の内容でございます。 

 両委託料は、鳥飼小学校と鳥飼東小学校

の統合に伴う安全確保と通学支援のため

の経費であり、前者につきましては、統合

後の旧鳥飼東小学校の敷地を、スクールバ

スの乗降場所として活用するため、児童の

乗降時の誘導やバス周辺の安全監視を行

うバス乗降補助員を配置するための委託

となっております。 

後者につきましては、統合により、通学

距離が長くなる児童を支援するため、両校

間をピストン運行するスクールバスの運

行業務を、バス運行業者へ委託するもので

ございます。 

 続きまして、１３番目、小学校施設運営

事業です。光熱水費は、令和７年度予算の

１億７，５００万円から１，５００万円減

額し、令和８年度は、１億６，０００万円

を計上いたしております。この減額につき

ましては、主に鳥飼東小学校の統合に伴う

減額分に加え、これまでの各校の利用実績

等を精査した内容を見込んだものでござ

います。 

 続きまして、１４番目、中学校給食事業

でございます。給食器具費につきましては、

経費として約１億２，４００万円を計上い

たしております。大幅な増額の理由といた

しましては、令和９年１月からのデリバリ

ー食缶方式による全員喫食の開始に向け、

全中学校において暖かく安全な給食を提

供するために必要となるコンテナや棚、牛

乳保冷庫、食缶、配膳台及び生徒用の食器

などを新たに一括して購入するための費

用を計上したことによるものでございま

す。 

○水谷毅委員長 田中課長。 

○田中学校教育課長 １５番目、学校部活

動等助成事業の事業目的、また事業内容に

ついて、御答弁申し上げます。 

 事業目的につきましては、部活動の振興

でございます。中学校における部活動は、

生徒の体力向上、健康増進はもちろん、豊

かな感性や、社会性を育むことが期待でき

ます。 

 一方、少子化の影響等により、生徒、保

護者の希望する部が各校にあるとは限ら

ないような状況であり、それらの課題軽減

と部活動の振興が目的でございます。 

 事業内容といたしましては、まず一つが、

会計年度任用職員報酬でございます。中学

校部活動における顧問の負担軽減を目的

として配置しておる部活動指導員の報酬

でございます。 

 報償金につきましては、各部活動で専門

的な知識を持ち、部活動を支援する学校部

活動補助員への報償金でございます。 

 中学校部活動助成金は、中学校の部活動

に係る消耗品や、図書等の補助費用でござ

います。 

 学校部活動対外競技参加費補助金につ

いては、摂津市に所在する学校において、

全国大会に準ずる大会に参加した場合の

激励金でございます。 

 続いて、１６番目、教育関係団体補助金

事業における補助対象となっている団体

と事業内容を御説明させていただきます。 

 事業内容としましては、各種市内の七つ

の教育関係団体に対し、活動や研修等に係

る経費を補助するものでございます。 

各研究団体は、市内教職員で構成されてお

ります。例えば七つのうちの一つ、教育研

究会では、国語や算数などの各教科の教科

研究を進めていたり、特別支援教育研究協
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議会では、支援教育に関する専門性の向上

を図っておるということが具体的な内容

でございます。 

 続いて、１７番目、学力向上推進事業に

ついての事業の進捗状況について、御答弁

申し上げます。 

 摂津市学力定着度調査におきましては、

毎年１２月に実施しております。小学校全

学年が対象で、国語、算数、理科、質問調

査が内容となっており、各学校によって学

力に関する課題は異なっております。この

調査は毎年実施しますので、同一集団で経

年比較することが可能になっており、取組

の成果をはかることができ、その学校に応

じた適切な策を講じることができます。 

 例えば、ある学校においては、家庭の支

えと学力についての相関を学校独自で分

析して、お便りで全保護者に、「おうちの

人があなたの気持ちを分かってくれます

か」という質問内容の結果と、子供の学力

の相関を示して、家庭との連携を充実させ

るという取組を進めたと聞いております。 

 このように、学校の取組の改善を図るの

みならず、家庭とも連携することが可能で

あり、今後分析であるとか、発信の仕方を

含めて、効果的に本市学力定着度調査が活

用されるよう進めてまいります。 

 続いて、１８番目、小学校教育用コンピ

ューター事業に係る御質問に御答弁申し

上げます。 

 端末の更新に当たって、旧端末も新端末

も一人一台端末はｉＰａｄでございます

ので、特段Ｗｉ-Ｆｉの設定の組み直しは

しておりません。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 １９番目のお問い、

教育センター維持管理事業について、御説

明いたします。 

 こちらは、教育センターの修繕等に必要

な経費でございます。毎年度点検を行いな

がら、補修の必要な箇所について、修繕を

実施しているところです。令和８年度の予

算が増加しているのは、令和７年度よりも

修繕の対象となる見込みの箇所が多かっ

たためでございます。 

 続きまして、２０番目、教務用品支給事

業の事業内容についてのお問いに、お答え

いたします。こちらは、教師用の教科書や

指導書及び児童・生徒の副読本等の支給の

ために必要な経費を計上したものでござ

います。 

 児童・生徒用の教科書は、国から無償給

付されますが、教師用の教科書や指導書の

給付はございませんので、この事業にて購

入しております。 

 また、火災などで児童・生徒の教科書が

失われた場合には、こちらの予算にて給付

を行います。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは２１番目、

二十歳のつどい開催事業です。令和８年度

予算が、令和７年度予算に比べ減額してい

る、主な減額要因につきましては、対象者

への案内状を封書からはがきに変更した

ことによるコスト削減や警備員の配置見

直しなど、式典の質を維持しつつ、経費削

減が可能な内容を見直した結果でござい

ます。 

 また今年度の参加率ですが、令和８年１

月１０日実施のものにつきまして、対象者

８０９人のうち、出席者は５４１人、６６．

９％となります。 

 続きまして、２２番目、青少年夢感動体

験事業です。昨年度の青少年自然体験事業
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の予算については、令和８年度の青少年夢

感動体験事業における青少年自然体験運

営委託料として予算計上しております。 

 続きまして、２３番目、三つの事業につ

いて、次の世代の担い手について、お答え

します。 

 こども会やＰＴＡ、青少年指導員のいず

れの団体も、運営の担い手不足から、会員

数が年々減少している傾向にございます。

地域活動を支える人材確保及び育成等が

これから重要となっております。 

 例えばこども会では、役員の選出をなく

したり、会議回数を減らすなど会員の負担

軽減に努めているほか、ＰＴＡでは必要な

ときにお手伝いをしてくれる人を募集す

るサポーター制度を導入するなど、各団体

ともにライフスタイルの変化や価値観の

多様化など、時代の変化に合わせた組織の

在り方について、見直しを検討しておりま

す。 

 次世代の担い手を確保・育成していくう

えで、団体に対する必要な支援の形を再検

討するとともに、団体活動の魅力を広く発

信するなど、今後とも関係団体との話合い

を重ね、検討してまいります。 

 ２４番目、市民図書館の図書購入費の減

額理由についてでございます。令和７年度

につきましては、電子図書の購入費も、図

書購入費に含めておりましたが、電子図書

は使用料となるため、令和８年度は科目を

分けて予算計上しているためでございま

す。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 それでは、２

５番目の補正予算の御質問でございます。 

 子ども・子育て支援交付金でございます。

昨年１２月に国で成立した補正予算がご

ざいまして、そちらのメニューの一つとし

て、地域子ども・子育て支援事業における

事業継続支援事業というものがございま

す。 

 この内容といたしましては、昨今の物価

高騰を受け、様々な物の価格の変動が急激

であり、安定的な地域子ども・子育て支援

事業の継続が困難な状況であることから、

物価上昇といった厳しい環境の中でも、安

定的な事業運営を継続して提供できるよ

う支援を行うというものでございます。 

 こちらに基づきまして本市におきまし

ては、地域子ども・子育て支援事業継続支

援補助金ということで、子ども・子育て支

援法に基づく地域子ども・子育て支援事業

に対して補助金制度を設けます。これは、

歳出にも計上されておる分でございます。

それに対して、国及び府から補助金が交付

されるものでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 宇都宮委員。 

○宇都宮美男委員 御答弁ありがとうご

ざいます。２回目になります。 

 まず１番目、事業内容は理解いたしまし

た。この事業については予算が増加してお

るようですが、利用者の増加が背景にある

のか、その理由についてお聞かせください。 

 ２番目です。子供食堂の補助金が減額に

なっているのは、本年度の開催実績がなか

った箇所もあるのでしょうか、それを教え

ていただきたいと思います。 

 ３番目は要望とします。宿題カフェは、

学習だけではなく、子供たちが自由に過ご

せる安全な居場所としての役割があると

お聞きしております。 

 また、地域の方が関わることで子供たち

を見守る場にもなり、地域で子供たちを育

てていく取組にもつながると思っていま
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す。子供たちが安心して過ごせる居場所づ

くりという観点からも、こうした取組につ

いて、引き続き、御支援していただくこと

を要望して、この質問を終わらせていただ

きます。 

 ４番目です。子育て世帯訪問支援事業で

す。この事業の成果や課題などあれば、教

えていただければと思います。 

 ５番目です。児童虐待防止キャンペーン

について理解いたしました。要望になりま

す。虐待に関するニュースを見るたびに、

とても心が痛みます。実は私も子供の頃に

親から虐待を受けていた一人でもありま

す。だからこそ、子供たちが一人で苦しむ

ことのないよう、周りの大人や地域が気づ

き、支えていくことが大切だと思っていま

す。 

 児童虐待を防ぐためには、まず多くの方

に関心を持っていただくことが大事だと

思いますので、今後も、こうした啓発活動

についてしっかり取り組んでいただくこ

とを要望して、この質問を終わらせていた

だきます。 

 ６番目です。教育・保育給付費負担金の

件、理解いたしました。来年度の予算が増

になっている理由を教えていただければ

と思います。 

 ７番目です。乳児等支援給付費負担金は、

要望とします。子育ての中でも、特に乳児

期などは保護者の負担も大きく、子育ての

最初のハードルだと思っております。子育

ての最初の段階で、安心して子供を育てら

れる環境を整えていくことが大切だと思

いますので、保護者の負担軽減につながる

取組について、しっかりと対応していただ

くことを要望しまして、この質問を終わり

ます。 

 ８番目です。障害児保育補助金について、

理解いたしました。障害のある子供たちが、

地域の保育の中で一緒に過ごしていく、い

わゆるインクルーシブ保育の考え方も大

事になってきているのではと思っていま

す。 

 そこで、本事業について、この予算が増

額となっている理由について、お聞かせ願

えればと思います。 

 ９番目です。小中学校通学区域等審議会

について理解いたしました。令和８年度は、

その内容を踏まえてどのように進めてい

く御予定なのか、また、具体的な取組をお

聞かせ願えればと思います。 

 １０番目です。反響の件、ありがとうご

ざいます。今後もいろいろな意見をいただ

くと思いますが、意見の内容を踏まえて、

今後もさらに使いやすくするためには、吸

い上げた情報を基にして、即時の対応とい

うのは可能なのでしょうか、お聞きします。 

 １１番目です。これは要望にとどめます

が、通用門のオートロックの件です。通用

門は狭く、自転車にお子さんを乗せた状態

で来校する方がインターホンを押して、開

けて入ってくるのが難しい方もおられる

と思います。 

 僕もインターホンを押して来校するだ

けでも、小学校では通用門が狭くて、ちょ

っと入りにくいと思ったこともあります。

受付員の方の補助も含めて、安全に入るこ

とができるように配慮をお願いしたいと

思っております。 

 あわせて、学校側や来校者からの課題点

などがあった場合には、速やかな改善をお

願いして、この質問を終わらせていただき

ます。 

 １２番目です。小学校管理運営事業につ

いてです。これも要望にとどめます。旧鳥

飼東小学校の管理業務委託については、施
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設管理に加えて、スクールバスの発着時の

補助も業務に含まれると理解いたしまし

た。 

 小学校統合に伴い、旧鳥飼東小学校がス

クールバスの発着地点となっていること

から、児童の安全確保は特に重要であると

思います。置き去り防止システムなどは導

入されているということで安心はしてお

りますが、乗降時の見守り、誘導、安全面

に十分配慮するとともに、事故やトラブル

が発生した場合を想定したリスク管理、対

応につきましても整理していただいて、業

務委託の内容や責任の範囲を明確にして

いただきたいです。あわせて、バス到着時

間に管理者不在の空白がないようにして

いただきたいと要望して、この質問を終わ

らせていただきます。 

 １３番目です。小学校施設運営事業です。

学校統合によって、光熱水費の削減が見込

まれるという一方で、統合先の学校では児

童数が増えることになります。手洗い場や

トイレの使用回数の増加、水道使用量の増

加、教室使用の増加、そして昨今の温暖化

によって夏には酷暑となります。エアコン

などの電気代も値上げされて、使用料が増

える可能性もあるのではないかと感じて

おります。こうした増加要因も含めて、統

合による光熱水費の増減についてはどの

ように整理されているのか、お聞かせくだ

さい。 

 １４番目です。中学校給食費です。食器

の導入などもあるということです。軽い食

器になるとお聞きしておりますが、割れた

食器の破片が異物になってしまったり、食

器によるけがが減ることも、とてもいいこ

とだと思っています。 

 ２回目の質問ですが、デリバリー給食開

始まで、予定では残り１年ほどとなってお

りますが、全５校への食器導入のスケジュ

ールや、それに伴った施設改善の予定を教

えてください。 

 １５番目です。内容説明ありがとうござ

います。以前から一般質問でも議論があっ

たとおり、学校部活動の地域展開について

は、教員の働き方改革や、子供たちの多様

な活動機会の確保という観点から、全国的

にも進められている取組であると思って

います。 

 一方で、地域展開を進めるに当たって、

指導者の確保や活動場所、費用負担、学校

との連携、様々な問題が出てくると思いま

す。そこで、本市における部活動の地域展

開の現状はどのようになっているのか、ど

んな課題を認識しているのか、お聞かせく

ださい。 

 １６番目です。教育関係団体補助金につ

いて理解いたしました。本事業については

前年度と比べて予算が減額となっており

ます。その理由についてお聞かせください。

また、補助対象団体の活動状況も踏まえた

ものなのか、併せてお聞きいたします。 

 １７番目です。これは要望とさせていた

だきます。学力定着度調査については、子

供たちの学習状況を把握する上では、とて

も大事な取組だと思っています。 

 ですが、子供たちの成長を考えたときに、

学力といった認知能力だけではなくて、主

体性や協調性、粘り強さといった非認知能

力と合わせて、自己肯定感の向上もとても

大事だと思っています。そういった点も踏

まえて、認知能力、非認知能力の両面を育

てていく教育について、今後もしっかりと

取り組んでいただくよう要望しまして、こ

の質問を終わります。 

 １８番目です。アクセスポイントの件、

承知いたしました。次回、もしアクセスポ
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イントの切替え時期等の予定があれば、教

えていただければと思います。 

 １９番目です。教育センターの補修箇所

が多いと理解いたしました。令和８年度は

どのような補修をするのか、お聞かせくだ

さい。 

 ２０番目です。教務用品支給事業につい

ては理解いたしました。減額の理由と物価

高に関して、教務用品の値上げがあると思

いますが、減額された状態でも年間予算は

大丈夫なのかをお聞きします。 

 ２１番目です。二十歳のつどいの参加率

と減額理由について、答弁ありがとうござ

います。これは要望とさせていただきます。

成人年齢が１８歳に引き下げられた今、選

挙権など社会参加の機会も早くなってお

りますが、お酒やたばこなど、個人として

責任が伴うことについては、引き続き二十

歳からということもあって、二十歳という

年齢は、今でも一つの大事な節目であると

思っています。 

 そうした中で、成人としてできることと

できないことが明確になる大切な機会で

もありますし、若者の社会の一員としての

自覚を持つ機会にもなると思いますので、

若者にとって意義のある思い出に残る式

典となるよう、今後も内容の工夫を図りな

がら取り組んでいただくことを要望しま

して、この質問を終わります。 

 ２２番目です。青少年夢感動体験事業の

自然体験事業は、中に入っていると理解い

たしました。 

 この事業なんですけれども、講演会等は

年にどれくらいの頻度で開催されるのか、

また年間回数、開催時期など教えていただ

ければと思います。 

 ２３番目です。こども会やＰＴＡ、青少

年指導員の担い手確保について、状況は理

解いたしました。 

 この三つの事業は、いずれも地域で子供

たちの成長を支える大切な取組だと思っ

ておりますけれども、先ほど言われたよう

に、近年は担い手の確保が難しいといった

課題もたくさん出ていると思います。現在

の活動状況、また担い手の確保について、

今後どのように工夫していくのか、お聞か

せください。 

 ２４番目の図書館運営事業です。これは

要望にとどめます。私が先ほど質問をさせ

ていただいたのは、読書が語彙力や理解力

などの子供たちの学習能力に大きく関わ

るものだと感じているからであります。 

 本市の子ども読書活動推進計画を読ま

せていただきました。図書館へ行かない子

供の割合が、小学生が３８％、中学生では

６６％と高い状況となっておりました。本

をあまり読まない理由の中に、読みたい本

がないという回答も小学生で１４％、中学

生で２０％ということも分かりました。本

が好きではない、習い事などで忙しいとい

った理由もあるとは思いますが、読みたい

本がある環境を整えることで、図書館へ足

を運ぶきっかけにもなって、本に興味を持

つ子供も増えてくるんじゃないかと思っ

ております。 

 また、本市の学力調査を見ても、中学生

の国語の正答率は少し低い状況にありま

した。読書は知識の定着にもつながる大切

な取組だと思っております。 

 子供たちの読書環境の充実という観点

からも、図書の充実について、引き続き取

り組んでいただきたい。先日の土曜日に、

子供を図書館へ行かせてあげたんですけ

ど、奥のほうが広く開放されておりまして、

２階の学習スペースもありました。そのと

きに壁紙の新調や蛍光灯の照度のアップ
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などをしていただくと、内装のイメージも

少し明るくなっていいんじゃないかと思

いました。今ある施設を最大限活用しなが

ら、よりよい環境づくりを要望しましてこ

の質問を終わらせていただきます。 

 ２５番目です。本市の補助金となるとい

うことで理解いたしました。最後要望とさ

せていただきますが、補助対象に対してし

っかりと補助ができる状態を本市として

働きかけていただくことと、子ども・子育

てという名前の交付金でありますので、し

っかりと子供のためになる地域づくり、社

会づくりというものをお願いしまして、こ

の質問を終わらせていただきます。 

 私からは以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 それでは、ま

ず１番目、児童発達支援事業について、通

所給付費の増加に対しての利用者の状況

でございます。通所支援サービスの利用者

につきましては、令和７年度の実績につい

ては持ち合わせておりませんけれども、令

和５年度と令和６年度を比べますと、サー

ビス全体といたしまして、一月当たりの利

用者数が８．４％増加している状況でござ

います。利用者数の増加も、予算の増加の

理由の一つではありますけれども、それに

加えまして、保育所等訪問支援サービスの

増加です。こちらは、サービスを提供する

事業所が、保育所や小学校に伺い、支援し

ている児童の様子を見て、生活能力の向上

ですとか、一体的な連動した支援をするた

めに使うサービスでございます。そういっ

たものの利用が増えておりまして、一人が

重複してサービスを利用することで、１人

当たりの単価が増えていることが背景と

して大きいと考えております。 

 数字で申し上げますと、通所給付費全体、

今年度２月末の実績は約６億８，００９万

円でございます。昨年度の同時期と比べま

すと１４％、額にすると約８，３４１万円

増加している状況でございます。そのため、

補正予算でも６，２５０万円増額の予算案

を提案させていただいているところでご

ざいます。 

 そのような中で、来年度の当初予算を算

出するに当たりましては、今年度の当初予

算から１８．３％の増加を見込んだ、１億

２，５６３万６，０００円を増額して計上

したところでございます。 

 続きまして、２番目の子ども食堂運営事

業補助金でございます。回数の減少がある

のかという御質問かと思います。回数につ

きましては、令和７年度も、令和６年度と

同様に、それぞれの子ども食堂で開催して

いただいている状況であると認識してお

ります。 

 今回の補助金の減額の理由といたしま

しては、１回目でも御答弁申し上げました

が、令和７年度に新設された子ども食堂が

ございませんでした。こちらの補助金の予

算の内訳といたしまして、令和７年度は、

新規５団体分の予算を計上しておりまし

た。 

 ただ、こういった令和７年度の状況を見

ますと、新規の開設は一定落ち着いてきた

と思っておりまして、令和８年度につきま

しては、１団体分に絞っております。今ま

だ開設されていない鳥飼東小学校区に絞

って、重点的に開設に向けて働きかけてい

きたいと思っており、そちらが減額の一番

大きな理由です。また、継続して運営して

いただいている事業者に対しましても、今

まで年間２０万円が補助の上限額だった

んですけれども、過去２年間の実績を考慮
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いたしまして、２０万円から１８万円と減

額する予算措置をしております。その結果

といたしまして合計１３２万円の減額と

なっておるものでございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 佐野課長。 

○佐野こども家庭相談課長 それでは、４

番目、子育て世帯訪問支援事業の効果及び

課題の質問にお答えいたします。 

 本事業の効果でございますが、食事の準

備や居宅内の清掃、保育所等への送迎など

訪問支援を通して、また、訪問時に子育て

に関する不安や悩みに寄り添い、必要に応

じて助言を行うことで、保護者の育児負担

の軽減や育児中の孤立感が解消されるこ

とで、児童の安全安心な養育環境の確保に

つながり、ネグレクトなどの虐待防止に寄

与していると認識いたしております。 

 一方で、こども家庭相談課といたしまし

ても、保護者の体調不良等でサービス利用

が必要であると判断した家庭に対しては、

事業利用を進めているところではござい

ますが、家の中に第三者が入ってほしくな

いといった理由で、なかなか支援につなが

らないといったケースもございます。 

 そうした家庭には、丁寧に説明を行い事

業利用につなげてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 ６番目の教育・保育

給付費負担金に係るお問いでございます。 

 増額の主な要因は、国の定める公定価格

は、人件費や事業費、管理費など児童１人

当たりの教育・保育に通常必要となる費用

を基に算定されております。 

 公定価格には保育士等の人件費が含ま

れていることから、人事院勧告等により単

価が改正されることとなります。この間、

保育士等の処遇改善が実施されてきてお

り、令和７年度におきましては、公定価格

上の人件費を５．３％改善することとなっ

ております。このような背景を踏まえ、公

定価格の改定を一定勘案した上で計上さ

せていただいたものでございます。 

 続きまして、８番目、障害児保育補助金

に係る増額の理由でございます。増額の主

な要因としましては、障害を有する、また

は支援を必要とする児童が増加傾向であ

ることに伴い、介助保育士等の配置人数の

増加を見込んだものでございます。 

 先ほども申し上げましたが、令和７年度

は、障害児保育の対象児童が５２人、介助

保育士等の配置が４７人となっておりま

す。令和８年度では、対象児童は７０人を

超える見込み、また、介助保育士等は５０

人を超える見込みとなってございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 ９番目、小中学校通

学区域等審議会について、令和８年度の具

体的な取組でございます。 

 令和６年度に実施いたしました基礎調

査のデータを基に、安威川以南地域全体を

対象とした児童・生徒数や学級の推移、各

校区での適正規模の評価など、幅広いシミ

ュレーションをお示ししたいと考えてお

ります。 

 その上で、本審議会において、既存の枠

組みにとらわれず、また地域ごとの人口動

態やまちづくりの状況も踏まえながら、検

討を進めていただくよう取り組んでまい

りたいと考えております。 

 続きまして、１０番目、リニューアルの

スクールバックについて、今後も実際に使

用している児童や保護者の皆様方からの
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お声を受け止め、製造業者との共有を図り

ながら、改善に向けて対応してまいりたい

と考えております。 

 続きまして、１３番目、小学校施設運営

事業です。統合先の学校では、児童数の増

加に伴いまして、電気や水道等の使用料が

増加することは見込まれております。予算

の積算に当たりましては、統合に伴う旧鳥

飼東小学校分の光熱水費の減額と、鳥飼小

学校での児童数増加や、近年の電気代等の

単価上昇分を相殺しまして、さらに、市内

全小学校の利用実績等を総合的に精査し

た上で、事業全体として実態に見合った予

算額となるよう見直しをいたしておりま

す。 

 続きまして、１４番目、中学校給食事業

です。中学校の全員喫食開始に向けて、割

れにくくて、安全性の高いＰＥＮ食器製の

食器を全中学校へ導入いたします。 

 スケジュールといたしましては、令和８

年度中に、当該食器を含む必要な給食備品

の購入を完了させる予定でございます。 

 また、施設改善につきましては、中学校

給食配膳室設計委託料を計上いたしてお

ります。既存の配膳室において、食缶等の

受渡しや、配膳準備が円滑に行われるよう

改修するための設計を行い、令和９年１月

の開始に間に合うよう、順次工事を進めて

まいります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 田中課長。 

○田中学校教育課長 １５番目、学校部活

動助成事業について、部活動の現状と、地

域展開に係る課題に対して、御答弁申し上

げます。 

 現状といたしましては、様々な課題を鑑

みて、合同部活動や拠点校方式で、複数校

が集まって実施している部活動が複数あ

る状況で、子供たちが希望する部活動で活

動できるよう工夫しておるところでござ

います。 

 地域展開につきましては、文化スポーツ

課と連携を進めるとともに、これまで学校

部活動が担ってきた教育的意義を継承さ

せる活動とする必要がございますので、地

域クラブと学校部活動との連携、また、地

域展開についての教職員や保護者の理解

促進を図ることが今後必要になってくる

と考えております。 

 続いて、１６番目、教育関係団体補助金

事業の減額理由でございます。コロナ禍以

降、開催を見送り、実施していない活動も

ございました。今回補助金の目的、対象、

成果等を再確認し、見直しが可能と判断し

たものについては減額をいたしました。 

 続きまして、１８番目、小学校教育用コ

ンピューター事業に係るアクセスポイン

トの更新予定でございます。令和２年度に

導入しましたアクセスポイントを含むＧ

ＩＧＡスクールネットワーク機器の保証

ライセンス期間が、令和９年７月までとな

っております。よって、令和９年７月に向

けて今後、検討が必要となってまいります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 １９番目、教育セン

ターの具体的な修繕の内容についてお答

えいたします。 

 令和８年度は、研修室の窓枠や窓の補修、

非常階段の床の腐食に対する補修、ホール

の床の修繕や廊下のクラックの修繕等を

実施する予定でございます。 

 続きまして、２０番目、教務用品支給事

業について、減額の理由です。小・中学校

で使用する教科書は、基本的に前年度と同

様の教科書を使用いたしますが、４年に一
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度、使用する教科書を検討する採択替えと

いうものがございます。令和６年度に中学

校の教科書の採択替えが行われ、令和７年

度より新しい教科書を使用しております。 

 そのため、それに合わせて、令和７年度

は、教師用の教科書や指導書も新しい教科

書に応じたものを購入する必要がござい

ました。 

 令和８年度は、令和７年度と同じ教科書

を使用する予定でございますので、新たに

購入する必要がないため、予算が減額とな

っております。値上げ分等も含めまして、

十分対応な額だと思っております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、２２番目

のお問いにお答えいたします。 

 青少年夢感動体験事業の講演会につい

て、生徒たちが将来なりたい職業の方と出

会って学ぶ機会を設ける取組に関しまし

ては、夏休み期間を利用いたしまして、５

名程度の講師を招き実施する予定でござ

います。 

 実施回数など具体的な運用に関しまし

ては、キャリア教育支援に関し協定を締結

しております一般社団法人ビジネス共創

協会等に協力を仰ぎながら検討してまい

ります。 

 続きまして、２３番目、こども会、ＰＴ

Ａ、青少年指導員の活動状況と担い手の確

保についての御質問にお答えします。 

 まず、活動状況ですけれども、こども会

につきましては、現在、こども会親善スポ

ーツ大会や、ジュニアリーダー養成講座、

こどもフェスティバル等で、文化・スポー

ツ全般に活動していただいています。 

 ＰＴＡに関しましては、学校によって

様々ですけれども、運動会や展覧会など学

校行事の運営のお手伝いですとか、バザー

とか模擬店ということでお手伝いいただ

いております。 

 青少年指導員に関しては、例えば、青少

年健全育成啓発のポスター共催ですとか、

各校区で実施される行事の支援を行うな

ど、子供たちを見守るための支援をたくさ

んしてくださってます。 

 その方たちの担い手の確保につきまし

ては、先ほどの答弁と重なるところもござ

いますけれども、人材確保に向けまして、

まずは、三つの団体がしていただいている

団体活動の魅力を広く市民に知っていた

だくことが大切だと考えております。これ

につきましては団体と協力いたしまして、

広報活動を強化し、広めていくことが重要

と考えております。 

 また、必要な支援の在り方につきまして

は、各団体に応じたアプローチがあると思

いますので、他市状況も調べながら検討し

てまいります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 宇都宮委員。 

○宇都宮美男委員 御答弁ありがとうご

ざいます。 

 これよりは全て要望とさせていただき

ます。 

 まず１番目、児童発達支援事業です。細

かい数字もありがとうございました。発達

に課題のある子供たちへの支援は、できる

だけ早い段階から行うことが大切だと感

じております。保護者にとっても非常に重

要な取組だと思っておりますので、本事業

についても予算が増加しているというこ

とは、それだけ支援を必要とする子供たち

が増えているという状況でもあります。必

要な子供たちが適切な支援につながるよ

うに、今後の利用状況やニーズをしっかり
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と把握しながら支援体制の充実に努める

検討をしていただくように要望しまして、

この質問を終わらせていただきます。 

 ２番目です。子ども食堂運営事業補助金

の減額について、理解いたしました。私自

身も子ども食堂に参加して、実際に調理な

どに関わらせていただいたこともありま

す。子ども食堂は食事の提供だけではなく

て、子供たちが安心して過ごせる居場所づ

くりの一環でもあって、地域の大人との関

わりの中で成長していく大切な場である

と思っています。 

 また、定期的に開催されることで子供た

ちのちょっとした変化に気づくきっかけ

にもなって、地域で子供たちを見守るとい

う観点からも大切な取組です。 

 こうした子供の居場所づくりの取組が

今後ももっと広がっていくように、引き続

き支援していただくことを要望しまして

この質問を終わります。 

 ４番目、子育て世帯訪問支援事業の御説

明ありがとうございます。 

 この事業についても子育てに不安や負

担を抱える家庭にとって非常に重要な取

組です。特に、ひとり親家庭であるなど、

日常の家事や育児を一人で担っている家

庭も少なくないと思います。子育てが孤立

しやすい状況でもあると思いますので、支

援を必要としていても制度を知らないな

ど、まだ支援につながっていない世帯もあ

るのではないかと感じております。 

 そうした家庭にも支援が届くように積

極的な周知やアプローチを行いながら、本

事業が必要な家庭にしっかり届くように

取り組んでいただくことを要望して、この

質問を終わらせていただきます。 

 ６番目、民間保育所等入所承諾事業です。 

 国の単価が上がっているので、増額にな

ったということを理解いたしました。 

 保育所は、保護者が安心して働くための

場でもありますけれども、子供たちにとっ

ては初めて社会と関わる大切な場でもあ

ります。その意味でも保育を必要とする家

庭が安心して利用できる環境を整えてい

くことは、子供たちの成長を支えることに

もつながると思います。 

 引き続き、保育環境の充実に取り組んで

いただくことを要望して、この質問を終わ

ります。 

 ８番目、障害児保育運営事業について、

予算の増額理由を理解いたしました。 

 利用者が増えるということで障害のあ

る子供たちが地域の保育の中で安心して

過ごせる環境を整えるというのはとても

大事です。 

 障害の有無にかかわらず、子供たちが同

じ環境の中で、ともに育っていけるように

保育体制の充実に取り組んでいただくこ

とを要望しまして、この質問は終わります。 

 ９番目、小中学校通学区域等審議会の取

組です。 

 現在、摂津市でも地域によって児童数の

状況がかなり違っていて、学校の規模にも

差が出てきていると思います。学校という

のはもちろん教育の場ですけれども、それ

だけではなく、地域コミュニティの中心と

しての役割も担っている場所だと思って

います。 

 今後、児童数の推移やまちづくりの状況

なども踏まえながら、子供たちにとってよ

りよい環境を整えていくという観点で通

学区域の在り方というのは慎重でありな

がらも柔軟に検討を進めていただきたい

と思っています。 

 その際には、学校規模の適正化だけじゃ

なくて通学距離や通学路の安全性、また、
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地域とのつながり方といった点にも十分

配慮していただきたいと思いますし、地域

ごとの人口の動きや児童数の変化も見据

えて中長期的な視点で進めていただけれ

ばと思います。 

 また、検討を進める際には、保護者の皆

さんの意見もしっかり聴いていただいて、

関わる方々を置き去りにすることのない

丁寧な把握をしながら進めていただくこ

とを要望といたしまして、この質問を終わ

ります。 

 １０番目、ランドセルの情報を基にして

業者と一緒に改善していくと理解いたし

ました。 

 就学児に喜んでもらえるようにしてい

くことはもちろんですが、スクールバック

に協力していただいている企業の方々に

もしっかりと定期的に反響を共有してい

ただきたいと思っています。 

 調べたら、本市のようにランドセルを配

付している自治体はそんなに多くはない

と出てきました。全国でも２０自治体程度、

茨城県内で１０自治体がランドセルの配

付を行ってはいますけれども、本市のよう

に５０年規模で実施しているところは日

立市のみとなっておりました。 

 日立市でランドセル事業を廃止する議

論が何度も行われている中、本市は実施し

続けている、これは本当に誇れる取組の一

つだと思っています。 

 今後も摂津市の新入学用品支給事業が

続けられるようにしっかりと配慮してい

ただきたいと要望しまして、この質問はこ

れで終わります。 

 １３番目、小学校施設運営事業です。 

 統合によって削減が見込まれる一方、統

合先の水道や電気の使用料が増える可能

性はこれからもまだまだあると思います。

こうした点も含めて、実際の光熱水費の推

移についてはしっかりと検証していただ

きまして、統合前、統合後の結果を検証し、

今後の施設管理や学校運営にも生かして

いただきたいと思います。 

 統合によって生じる財政効果について

は、また整理していただいて、教育環境の

充実につながる形で活用していただくこ

とを要望して、この質問を終わります。 

 １４番目、中学校給食費の説明ありがと

うございます。 

 食器の導入、配膳室の整備、様々な準備

についてです。安全で円滑にスタートでき

るように準備状況についてはしっかりと

工程管理を行っていただいて学校現場と

も十分連携しながら進めていただきたい

と思います。 

 また、全員喫食となることでアレルギー

対応の重要性もこれまで以上に高まって

くると思います。アレルギー事故を防ぐこ

とも踏まえて、今後は各中学校への栄養士

配置や教職員の負担軽減もしていただい

て、子供たちだけでなく学校にいる全員が

安心して給食を喫食できるように体制整

備についてしっかりと検討していただく

ことを要望しまして、この質問を終わりま

す。 

 １５番目、学校部活動助成事業です。 

 保護者の理解など、たくさんこれからも

話し合わないといけないことがあると理

解いたしました。 

 部活動の地域展開が進む中、先ほどから

言っている指導者不足、顧問の経験の差、

指導体制の課題もたくさん出てくると思

いますが、その現状の中で熱心に取り組ん

でくださる教職員の皆様にはとても感謝

しております。 

 また、夢を追いながら頑張っている生徒
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にとっても部活動は大切な場でもあり、そ

うした子供たちの思いも踏まえながら、指

導体制の充実や地域との連携についても

引き続き取り組んでいただくことを要望

して、この質問を終わらせていただきます。 

 １６番目、教育関係団体補助金です。コ

ロナ禍から開催がなかったところを削減

されたということで理解いたしました。 

 本事業については、青少年の健全育成や

地域における教育活動を支える取組であ

るとも思っておりますが、団体の活動状況

などにより、先ほどおっしゃっていただい

た予算の増減があると思います。 

 地域の中で子供たちの育成に関わる団

体の活動が今後も継続し、活性化していく

ことはとても大事であると思います。 

こういう団体の活動がしっかりと支え

られるように引き続き取り組んでいただ

くことを要望して、この質問を終わらせて

いただきます。 

 １８番目、アクセスポイントの切替えの

時期は、理解いたしました。 

 要望としまして、中学校のコンピュータ

ー整備については、今後ますますＩＣＴを

活用した授業が進んでいく可能性があり

ます。安定した通信環境は非常に重要にな

ってくると思っています。 

 今回、アクセスポイントの切替えが行わ

れるということですので、しっかりとウェ

ブにつながる環境や、遅延の少ない学習環

境など、授業が止まらない環境をしっかり

とつくっていただきたいと思います。 

 通信環境だけでなくて、端末更新、セキ

ュリティ、教員のＩＣＴ活用なども含めて

総合的に整備していただくことが大切だ

と思いますので、今後もしっかりと取り組

んでいただくことを要望しまして、この質

問を終わります。 

 １９番目、令和８年度の補修状況は、理

解いたしました。 

 教育センターについて調べたんですが、

昭和４８年建築ということで、その後、５

０年以上が経過している施設でもありま

す。耐震化など完了しているとは思うんで

すけれども、建物の耐用年数のことも考え

ていく必要があるのではと思っておりま

す。 

 教職員の研修や教育相談、不登校支援な

ど、たくさんの重要な教育を支える役割を

持っている施設だというのは理解してい

ます。今後もそうした役割がしっかりと果

たされるように施設の維持管理や今後の

在り方についても計画的に取り組んでい

ただくことを要望しまして、この質問を終

わります。 

 ２０番目、教務用品支給事業の減額理由

は、理解いたしました。 

 教務用品についても授業を進めていく

上で必要なものであります。今後の物価の

動向によっては、当初想定していた価格よ

りさらに高くなるという可能性もありま

す。場合によっては補正予算などの対応も

必要になってくると思いますが、学校現場

に支障が出ないように柔軟に対応してい

ただきたいと思います。 

 また、今後は教材の選定、教務用品のＩ

ＣＴ化などが、進んでいく可能性もあると

思いますけれども、通信環境に依存し過ぎ

ることのないオフラインでも活用できる

教材の整備なども検討していただくこと

を要望して、この質問を終わります。 

 ２２番目、青少年夢感動体験事業の開催

時期など理解いたしました。 

 この事業について様々な分野で活躍さ

れている方の話を聴くのはとても大事で

す。夢や目標を考えるいい機会にもなると
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思います。しかし、夢をかなえるというこ

とは楽しいことばかりではなくて、しんど

く、ときに歯を食いしばって努力し続ける

ことも大切だという教育も必要かと思い

ます。 

 今は進路や夢の形も多様になっている

中で、人によっては周りから笑われたりし

てしまうような夢を持つ生徒もいるかも

しれません。それでも諦めず挑戦していけ

る環境づくりが大事だと思っています。 

 子供たちが自分の夢や目標を前向きに

考えられるように挑戦できる環境をつく

れるのは我々大人であることを再度確認

しながら、講演の内容なども工夫しながら

事業を進めていただくことを要望して、こ

の質問を終わります。 

 最後、２３番目、こども会育成やＰＴＡ、

青少年指導員の事業の担い手確保につい

ての課題は、理解いたしました。 

 この三つの活動に関しては、地域の様々

な立場の方が関わっていただくことにな

ります。子供たちを見守って、ときには叱

って愛情を持って育てていく大切な取組

だと思っています。 

 今後も活動を続けていくには、地域の方

が関わりやすい環境づくりも重要だと思

いますので、地域性も踏まえながら支援し

ていただくことを要望としまして、質問を

終わります。 

 私からは以上です。 

○水谷毅委員長 ほかにありませんか。 

 谷口委員。 

○谷口治子委員 私から１４点質問させ

ていただきます。 

 まず１点目、歳入の部分です。私立保育

園保育料は令和７年度に比べ増えており

ます。こちらの内容と増えた理由について

教えてください。 

 ２点目に小学校児童医療費助成事業に

ついてです。 

 令和７年度に比べて減っておりますが、

こちらの理由について教えてください。 

 ３点目、小学校給食賄材料費です。こち

ら中学校の給食賄費と一緒に質問させて

いただきます。 

 小学校では微量ではありますが増えて

おります。また、中学校給食に関しては２

倍以上上がっております。こちらの内訳に

ついて教えてください。 

 そして４点目、中学校給食配膳室設計委

託料、こちらがどのようなものなのか、令

和７年度には計上がなかったので内容に

ついて教えてください。 

 ５点目、こちらは小学校、中学校一緒に

お聞きいたします。 

 食物アレルギー等対応補助金について

お聞きします。具体的にはどのような生徒

が対象になるのか教えてください。 

 ６点目、こちらは宇都宮委員と重なると

ころがあるんですけれども、子ども食堂運

営事業補助金について、小学校区ごとに一

つを目標にしておられたと聞いておりま

す。現在、鳥飼東小学校区域には子ども食

堂がございませんが、令和８年度予定はあ

るかお聞きいたします。 

 ７点目、就学援助についてです。 

 長期化する物価高、米の高騰が以前から

深刻だった低所得世帯、ひとり親世帯の子

供たちの生活に追い打ちをかけています。 

 子どもの権利条約は、子供の最善の利益

が主として考慮されることを基本とし、子

供の生存権、発達の権利を保障した上で、

子供の身体的、精神的、社会的な発達のた

めに相当な生活水準について権利を規定

しています。 

 小・中学校では、学用品費など学校で必
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要な費用を市が援助する就学援助制度が

あります。事業の内容、また支給状況につ

いて教えてください。 

 ８点目、不登校についてです。 

 代表質問でもありました。不登校は子供

のせいではありません。不登校の子供の多

くは、学校での学力テストなどの競争や校

則による管理、先生に相談したいが忙しそ

うで話せず、悩みを解決できなかったなど、

様々な理由で心が折れた状態にあります。 

 摂津市で今、どれくらいの子供たちが不

登校になっているのか。また、パル・アミ・

メイトに通っている子供たちの数につい

て教えてください。 

 ９点目に多文化の共生です。 

 第２次教育振興基本計画案の中で、社会

を取り巻く状況で多文化共生社会につい

て触れられていましたが、現在、学校に通

っている海外から来た生徒・児童に対して、

授業などでどのような対応、工夫をされて

いるのか教えてください。 

 １０点目にいじめ問題についてです。 

 教育振興基本計画で、誰一人取り残さな

い学びの保障で、いじめについて触れられ

ています。 

 いじめ問題防止対策推進事業の予算が

令和７年度より減りました。減った理由と

事業の内容について教えてください。 

 １１点目、学校の教職員についてです。 

 代表質問でもありましたが、改めて教職

員の人員についてお聞きします。 

 現在の教職員の数は足りているのでし

ょうか。子供たちが安心して学校生活を送

るためにも教職員が確保されているか心

配です。教職員数について教えてください。 

 １２点目、青少年自然体験についてです。 

 令和７年度予算にあった青少年自然体

験事業について、改めて内容を教えてくだ

さい。 

 １３点目、家庭教育学級、せっつ生涯学

習大学についてです。 

 次期学習指導要領の中に、生涯にわたり

主体的に学び続けるとあります。摂津市に

は家庭教育学級、せっつ生涯学習大学とい

うものがあります。改めてこの二つの事業

の内容について教えてください。 

 最後、１４点目です。 

 図書館運営事業についてお聞きします。 

 現在、図書館は鳥飼図書センター、市民

図書館の２か所です。図書館まで行かなく

てもコミュニティプラザや公民館で借り

たり返したりすることができます。来館せ

ずに借りられている数について、推移を教

えてください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 １点目の私立保育

園保育料に関するお問いでございます。 

 内容と増額の理由でございます。まず、

内容につきましては、保育施設に入所して

いる児童の保護者は、ゼロ歳児から２歳児

までの児童に対して保育料を御負担いた

だくことになります。３歳児以上は無償化

の対象となっておりますので、ゼロ歳児か

ら２歳児までが対象となっております。 

 それで、私立の保育所に入所している児

童については、市に保育料を納入していた

だく必要があります。私立の認定こども園

に入所している児童につきましては、直接

施設に支払いを行っていただくものでご

ざいます。 

 今回予算計上している私立保育園保育

料につきましては、私立保育園５か所分の

保育料となってございます。 

 保育料につきましては市民税の所得割
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額によって算定し、御負担いただくもので

ございます。保育料算定の基礎となる市民

税額につきましては、保育料の４月から８

月分は前年度の市民税額、９月から３月分

は当該年度分の市民税額を基に決定する

こととなります。 

 令和８年度の予算としましては、先ほど

申し上げましたとおり私立保育所５か所

分の保育料を計上させていただいており

まして、この施設数自体は令和７年度と比

較して変更はございません。 

 令和７年度保育料の予算計上に当たっ

ては、令和６年度の市民税額に基づき決定

された保育料を勘案し、計上しております。 

 予算の増額の主な要因としましては、令

和６年度の市民税において、定額減税が実

施されたことにより市民税額が減額とな

っております。それが保育料の算定に反映

されたことが考えられます。 

 令和７年度市民税は減税が実施されな

かったことから、本来の市民税額で保育料

の算定を行ったことにより、保育料が増額

となったものと考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 ２点目、小学校児童

医療費助成事業のお問いでございます。 

 本市の子ども医療費助成制度の拡充に

より、医療機関での本人窓口負担が１回５

００円、月２回までとなっております。こ

ちらに抑えられた結果、特定の学校病、虫

歯でありますとか中耳炎などに対する本

事業への医療券申請件数が大幅に減少し

ている実態がございます。 

 令和６年度実績では、小学校が７件で５，

０００円、全て虫歯でございます。 

 中学校においては、４件で２，０００円、

中耳炎２件、虫歯が２件となっております。

こちらを反映いたしまして予算を減額し

たものでございます。 

 続きまして、３点目の賄材料費について

の御質問でございます。 

 まず、小学校の賄材料費につきましては、

近年の物価高騰や米価上昇に対応するた

め、子供たちに必要な栄養価を確保し、給

食の質や量を落とさずに提供できるよう、

１食当たりの単価は、令和７年度で申し上

げますと、月額４，８００円から５，００

０円を月額５，２００円へ引き上げたこと

が主な理由でございます。 

 中学校における賄材料費の増額につき

ましては、増額の最も大きな要因は、令和

８年度の３学期、令和９年１月からでござ

いますが、これまでの選択制からデリバリ

ー食缶方式による全員喫食へ移行するこ

とに伴い、給食を提供する生徒数が大幅に

増加するためでございます。 

 これに加えまして、１学期、２学期の選

択制期間における喫食率の上昇も２０％

見込んでいることや近年の物価高騰に伴

う給食の質を維持するために、１食当たり

単価を３７０円から４００円に引き上げ

たことが重なったことによる増額でござ

います。 

 続きまして、４点目、中学校給食配膳室

設計委託料についてでございます。 

 こちらは今、中学校５校におきましても

デリバリー選択制での配膳室がございま

すが、デリバリー食缶方式に合わせまして、

例えば運搬されてきますコンテナがその

まま入るようにですとか、牛乳保冷庫の設

置ですとか、改修が必要になってまいりま

す。それに関わる経費でございます。 

 続きまして、５点目、食物アレルギー等

対応補助金の内容についてでございます。 

 小学校給食の無償化及び中学校給食の
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全員喫食、無償化の実施に当たり、食物ア

レルギー等のやむを得ない事情により給

食を食べられず、自宅からお弁当を持参し

ている家庭に対して経済的な公平性を図

るため、給食費相当額を補助する新たな制

度でございます。 

 令和８年度は小学校で５７万２，０００

円、中学校で９万３，０００円を計上いた

しております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 ６点目の子

ども食堂に関する御質問でございます。 

 子ども食堂につきましては、市の直営で

すとか委託とかいったものではなく、あく

まで民間の方の協力によりまして市と協

働で実施している事業でございます。 

 そのため、市が鳥飼東小学校区につくる

ことはないわけでございますが、年に数件

子ども食堂を開きたいという問合せがご

ざいます。 

 例えば、どこでするか決まっていないと

いうお問合せがあったときには、ぜひ、鳥

飼東小学校区でやっていただきたいと働

きかけをさせていただいておるところで

ございます。 

 その中で、正式にはまだお伺いしており

ませんけれども、鳥飼東小学校区で始めた

いという声があることは承知しておりま

す。 

 ７点目、就学援助の内容と状況でござい

ます。 

 学校教育法第１９条におきまして、経済

的理由によって就学困難と認められる学

齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、

市町村は必要な援助を与えなければなら

ないとされております。 

 こちらの条文に基づきまして、経済的理

由によって就学困難と認められる学齢児

童又は学齢生徒の保護者に対して必要な

支援を行っているのが就学援助制度でご

ざいます。 

 現在の状況は、先日の代表質問でもお答

えしたところでございますが、今年度１月

末時点での小学校の就学援助率は１５．

３％、中学校が１８％となっております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 ８点目の不登校の

状況についての御質問にお答えいたしま

す。 

 令和７年度につきましては、まだ数値が

集計されてませんので、令和６年度までの

状況で御説明させていただきます。全国的

に不登校の児童・生徒数が増加傾向の中で、

摂津市におきましては小学校の不登校児

童数が令和４年度が９５名、令和５年度７

４名、令和６年度９７名と横ばいの状況で

す。 

 中学校の不登校生徒数は、令和４年度１

３６名、令和５年度１２４名、令和６年度

１２０名とやや減少に転じているところ

でございます。 

 特に、１年間で９０日以上の長期間の不

登校児童・生徒数につきましては、令和６

年度、国は不登校者全体の５４．２％を占

めるのに対し、摂津市では４２．９％とな

っております。 

 教育支援ルーム、パル・アミ・メイトの

利用者数は増加傾向でございまして、令和

４年度は１８名、令和５年度は３８名、令

和６年度は４８名の小・中学生が利用して

おります。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 田中課長。 

○田中学校教育課長 ９点目、多文化共生
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に関わる外国にルーツのある子供たちへ

の支援内容について御答弁申し上げます。 

 日本語での学習や学校生活に不安を抱

える子供たちが安心して学べるよう、支援

体制の充実に努めてます。 

 具体的には日本語指導を担当する加配

の教員を市内に４名配置し、各学校を巡回

しながら児童・生徒の状況に応じた個別の

指導や学校への助言を行っております。 

 また、子供の日本語習得の状況に応じて

日本語指導講師を小・中学校へ派遣してお

ります。現在１３名の講師により、延べ５

５名の日本語指導が必要な子供たちへの

支援を行っているところでございます。ま

た合わせて、１９台の自動翻訳機を導入し

ており、人がいなくても話し言葉や文章を

翻訳できるようなシステムを導入してお

ります。 

 今後も学校と連携をしながら、外国にル

ーツのある子供たち一人一人への日本語

指導や学習支援の充実に努めてまいりま

す。 

 １０点目、いじめ問題防止対策推進事業

の事業内容、また減額理由について御説明

させていただきます。 

 いじめ問題に対して迅速かつ適切な対

応を実効的に行うため、教育委員会に附属

機関としていじめ問題対策委員会を設置

しております。 

 構成員は、弁護士、臨床心理士、学識経

験者とし、いじめ問題対策委員会を開催し、

摂津市のいじめ防止に関する取組やいじ

め事案の対応等に指導助言いただくよう

な内容となっております。 

 また、いじめ重大事態が起こり、調査主

体を教育委員会としたときには、このいじ

め問題対策委員会が調査を行うことにな

ります。 

 減額理由としましては、いじめ問題対策

委員会の定例の会議の開催数、また、実施

方法を見直したことに伴うものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 羽田参事。 

○羽田学校教育課参事 １１点目、教職員

人員の現在の数について御答弁申し上げ

ます。 

 ３月６日時点での欠員状況でございま

すが、小学校で９名、中学校ではゼロ名と

なっております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、１２点目、

青少年夢感動体験事業におきます青少年

自然体験運営委託料についてでございま

す。 

 内容につきましては、小学４年生以上を

対象に夏はキャンプ体験、冬はスキー体験

のプログラムを実施するものでございま

す。 

 続きまして、１３点目、家庭教育学級事

業とせっつ生涯学習大学事業の内容につ

いてでございます。 

 まず、家庭教育学級につきましては、主

に保護者が子育てについて学び、親同士で

交流する場で運営を団体に委託して実施

しております。 

 次に、せっつ生涯学習大学につきまして

は、年１０回の講座を通して生涯学習に関

する様々な知識を学び、地域におけるリー

ダーを養成する講座でございます。 

 続きまして、１４点目、図書館運営事業

でございます。 

 市立図書館では、市民の利便性向上に向

け、コミュニティプラザ、千里丘公民館、

味生公民館、鳥飼東公民館において本の返
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却と予約された本の貸出しを行うように

整備しております。 

 貸出冊数の推移につきましては、施設の

総貸出冊数でお伝えいたします。 

 令和５年度は３万２，１７４冊、令和６

年度は３万２，８３４冊、令和７年度は、

１月までの集計で３万８７０冊となって

おります。令和７年度につきましては、ト

イレ改修工事に伴い、市民図書館を閉館し

ていた影響等から貸出冊数が例年より増

加している状況でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 谷口委員。 

○谷口治子委員 ありがとうございます。

２回目に入らせていただきます。 

 １点目の私立保育園保育料についてで

す。 

 内容の御説明ありがとうございました。

こちらは要望とさせていただきます。 

 今後も入りたいという方は増えてくる

と思います。今、進められております千里

丘地域の保育園の場所探しを早めに進め

ていただきまして、誰もが安心して子供を

預けられる環境をつくっていただけます

よう、よろしくお願いいたします。 

 ２点目の小学校児童医療費助成事業に

ついてです。 

 ２回目の質問です。こちらの制度につい

てお知らせ等というのは行っていらっし

ゃるのか教えてください。 

 ３点目、小学校給食の賄材料費及び中学

校給食賄材料費についてです。 

 この先も物価高騰が続くと予想されて

おります。今後、給食費が上がってしまっ

た場合、保護者負担は考えられているので

しょうか。また、どのような工夫をされる

御予定なのか教えてください。 

 ４点目、こちらは要望とさせていただき

ます。 

 小学校給食配膳室設計委託料です。配膳

室をつくるための委託料だということを

理解いたしました。 

 生徒たちが通るところもあるかと思わ

れます。ぜひ、安心・安全に配膳できるよ

うに施設をつくっていただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 ５点目、食物アレルギー等対応補助金で

す。 

 先日の子ども・子育て会議でも海外にル

ーツを持たれているお子さんがいらっし

ゃるというお話がありました。 

 その中で、その子供がお弁当を持ってき

ているというお話がありました。食物アレ

ルギーだけでなく、海外にルーツを持つ子

供たち、また宗教上食べられないものもあ

ります。そういった場合の対応について教

えてください。 

 ６点目、子ども食堂運営事業についてで

す。 

 こちらは要望とさせていただきます。 

 多くの子ども食堂が月１回、２回の開催

となっております。物価高の中、保護者の

給料は上がらず、１日３食から２食、１食

へ減らしている家庭もあると聞いており

ます。 

 子ども食堂は、子供たちの食事の確保だ

けでなく居場所でもあります。鳥飼東小学

校区は統合ということもあり、心に傷を負

ってしまう、また不安な子供たちも増えて

くるかと思われます。早い時期の鳥飼東小

学校区での目標達成を要望しておきます。 

 ７点目の就学援助についてです。 

 市の子どもの生活に関する実態調査で

困窮度の中間層で利用していない割合が

３３．３％もおられます。これは必要なと

ころに支援が行き届いていない状況だと
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考えます。捕捉できていない部分に対して

のアプローチの仕方、また転校してきた生

徒に対しての対応について教えてくださ

い。 

 ８点目の不登校についてです。 

 パル・アミ・メイトは大学生やボランテ

ィアの方との交流もあると聞いておりま

す。どのような方がボランティアとして来

られているのか教えてください。 

 ９点目の多文化の共生についてです。 

 先ほどは先生についてお聞きいたしま

した。今度は生徒同士、また先生と保護者

など、どのような交流や理解を深めるため

にされていることがあれば教えてくださ

い。 

 １０点目、いじめ問題です。 

 いじめ問題は、不登校や自死につながる

大きな問題です。今、市が把握されている

実態について教えてください。 

 １１点目、学校の教職員についてです。 

 ３月６日時点での欠員数は、理解しまし

た。 

 年度途中で育休、産休に入られる先生も

いらっしゃいます。どのように対応されて

いるのか教えてください。また、教員募集

など、人員確保についてどのようなことを

されているのか教えてください。 

 １２点目の青少年自然体験についてで

す。 

 令和８年度の新規事業として、青少年夢

感動体験事業があります。その中に、青少

年自然体験運営委託料があります。こちら

の内容について教えてください。 

 １３点目、家庭教育学級、せっつ生涯学

習大学についてです。 

 学びを通じて様々な出会いもあります。

参加されている方や団体の推移、また、令

和７年度に比べ予算が減った理由などに

ついて教えてください。 

 １４点目、図書館運営事業についてです。 

 紙の本を読みたいという方が数多くい

らっしゃるんだと思います。図書館の本を

親しむという点から、例えば貸し出す場所

を増やすということは難しいかもしれま

せんが、返す場所を駅や学校など、市民の

方が利用する場所にも拡大するというお

考えや計画があれば教えてください。 

 以上で質問を終わります。 

○水谷毅委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 １時    再開） 

○水谷毅委員長 休憩前に引き続き再開

します。 

 答弁を求めます。 

 小西課長。 

○小西教育政策課長 ２点目の小学校児

童医療費助成事業のお問いでございます。 

 対象となる御家庭が制度を漏れなく利

用できますよう、市ホームページや就学援

助のお知らせへの掲載による案内に加え、

各小学校の養護教諭等からの直接のアナ

ウンスにより、丁寧な周知を行っていると

ころでございます。 

 続きまして３点目、小学校給食事業、中

学校給食事業の賄材料費についてのお問

いでございます。 

 このまま保護者の負担増につながらな

いようにするために、令和８年度より国が

実施する小学校給食費の無償化制度にお

きましては、児童１人当たりの交付金が月

額５，２００円と設定されており、令和８

年度の小学校給食における賄材料費を同

額の月額５，２００円で予算計上しており、

保護者の負担が生じない形となっており

ます。 

 一方で、国の制度の考え方といたしまし
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ては、実際の賄材料費が交付金の額を上回

った場合、その超過分については学校給食

法の趣旨に照らし、保護者に負担いただく

ことが可能とされております。 

 この先もさらなる物価高騰が続いた場

合、賄材料費が交付金の額を超える事態も

想定されます。 

 本市といたしましては、そのような厳し

い状況下におきましても、食材の調達方法

の見直しや献立の工夫などを行いながら

対応してまいりたいと考えております。 

 続きまして５点目、小学校給食事業、中

学校給食事業のお問いでございます。 

 宗教上の理由により、給食を一切喫食で

きない場合につきましては、国の小学校給

食費の負担軽減に関する情報に加えまし

て、近隣他市の対応状況なども踏まえなが

ら現在検討を進めておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 ７点目の就

学援助に関する御質問でございます。 

 まず、困窮度は高いが就学援助を利用し

ていない人の捕捉でございます。就学支援

制度が利用できるかどうか、小・中学生全

ての保護者の所得を確認する根拠はござ

いませんので、現在そういった捕捉は実施

しておりません。 

 そのため、学童保育室の指導員ですとか、

こども家庭相談課のケースワーカー、学校

のスクールソーシャルワーカー等と連携

をさらに強化して、該当するであろう世帯

への働きかけをしてまいりたいと考えて

おります。 

 それから転校して来られた児童への対

応でございます。 

 一般的に転入してこられる際は、市民課

でまず転入届を提出することになります。

その際に、転入に伴い必要となると考えら

れる手続をまとめた転入のしおりを渡し

ており、その中に就学援助制度も掲載する

ことで案内を実施しております。 

 また、対象となる方は小・中学生の保護

者になりますので、ほぼ児童手当の対象と

なります。また子ども医療の対象ともなっ

てまいりますので、こども政策課の窓口に

もお越しになられます。その際に、就学援

助制度の確認も実施している状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 ８点目の不登校の

質問に対してお答えいたします。 

 さわやかフレンドについての御質問で

したが、さわやかフレンドは教育や心理関

係等に関する就業を希望しており、子供と

関わることに関心がある学生が多数活動

しております。 

 教育センターでは、近隣の大学と連携い

たしまして、臨床心理士の実習生やインタ

ーン、あるいはＥｎｇｌｉｓｈＤａｙ等の

イベントに大学生のボランティアを受入

れたり、逆に、教育センターのスタッフが

大学に行って授業をする等の取組を実施

しております。 

 このような機会を通して、さやかフレン

ドの活動に興味を持って応募してくれる

大学生が多数おられます。 

 また、教育支援ルーム、いわゆるパル・

アミ・メイトを卒業した子供がボランティ

アとして戻って来てくれるケースもござ

います。 

 先日、今年度の修了式を実施したのです

けれども、この時も中学３年生の子供が、

自分がさわやかフレンドにしてもらった
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ことを将来、自分もさわやかフレンドとし

て戻ってきて恩返しをしたいと言ってく

れました。 

 このように様々な関わりを大切にしな

がら、フレンドの皆さんに活躍してもらっ

ています。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 田中課長。 

○田中学校教育課長 ９点目、外国にルー

ツのある子供たちのお問いに御答弁申し

上げます。 

 現在、複数の小学校においてこども会の

活動が行われております。放課後、外国に

ルーツのある子供たちや、参加を希望する

子供たちが集まり、交流をしております。 

 また、教育関係団体補助金の交付先の一

つである摂津市在日外国人教育推進協議

会が実施しております多文化子供交流会

には、外国にルーツのある子供たちや保護

者の多くが参加し、交流の場となっており

ます。 

 続きまして、１０点目、いじめ問題防止

対策推進事業に関わって、現在のいじめの

状況に御答弁申し上げます。 

 令和６年度の摂津市の小・中学校におけ

るいじめの認知件数は８７３件でござい

ます。 

 令和５年度より減少はしておりますが

高止まりの状況であり、児童・生徒１，０

００人当たりの認知件数であるいわゆる

千人率で見た場合、小・中学校ともに大阪

府平均を上回る状況となっております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 羽田参事。 

○羽田学校教育課参事 それでは、１１点

目、教職員の産育休への対応につきいてで

す。教職員が年度途中で妊娠が分かった時

点で、校長から市教育委員会に報告が上が

ります。 

 その状況も踏まえて、本人の産前産後休

暇願及び育児休業承認請求書の提出をも

って正式に代替の講師を探す作業に入っ

ております。 

 続きまして、講師の確保策でございます

が、現在、有料の求人広告サイトへの募集

であったり、大阪府教育庁が管理をしてい

る講師登録台帳の閲覧、それと大阪府教育

庁が主催している講師登録説明会に我々

も参加をして、直接人員の確保を図ってお

ります。 

 また、あわせて市教育委員会のホームペ

ージへ講師募集の掲載であったり、大学と

連携し、学習サポーターから学校現場への

道筋をつけるということで、現在、講師を

目指している人材に学習サポーターとし

てまず入っていただき、学校現場を見てい

ただいて、そこから講師へ任用していくル

ートもつくっております。 

 また、摂津市教育委員会ユーチューブチ

ャンネルにおきまして、教職員の魅力を発

信することで我々の学校現場の魅力が、非

常に高いものであるということを周知し、

摂津市で働きたいという講師の方を確保

できるように尽力しているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、１２点目

の青少年自然体験運営委託料につきまし

て、もう少し詳しくお答えします。 

 まず、先ほどの小学４年生以上を対象に

夏はキャンプ体験、冬はスキー体験ですが、

令和８年度につきましては夏のキャンプ

を予定しております。例えばアウトドアク

ッキングやキャンプファイヤーを楽しん

でキャンプ終了時には、自分が使用した部
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屋の片づけや掃除等、参加されたお子さん

たちがいろんな団体生活を体験して、積極

性などを身につけてもらいます。またこれ

らの体験を地元、地域へ持ち帰って学校生

活やこども会、地域などの活動、ふだんの

生活に生かして発揮してもらえればと考

えております。 

 続きまして、１３点目、家庭教育学級と

せっつ生涯学習大学の予算の減額につい

てです。 

 まず、家庭教育学級事業は、実績に応じ

た運営委託料の見直しですとか、団体の合

同交流会で実施している講演の講師につ

いて、予算がかからない大阪府の親学習リ

ーダーを招くなど、工夫して経費削減に努

めたためでございます。 

 また、せっつ生涯学習大学につきまして

は、講師謝礼の見直しですとか、実績に基

づく消耗品費などの削減により減額して

おります。 

 最後に、１４点目、図書館運営事業でご

ざいます。 

 北摂７市３町及び大阪市の公立図書館

を利用できる広域サービスの展開や、イン

ターネットから本の貸し借りができる電

子図書館の運用など、本に触れる機会の拡

充を今まで図ってまいりました。 

 今後、（仮称）味生コミュニティセンタ

ー等の新しい公共施設建設に合わせ、新た

な本の予約や受け取りができる場所を増

やしていく検討を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 谷口委員。 

○谷口治子委員 ありがとうございます。

３回目は要望とさせていただきます。 

 ２点目の小学校児童医療費助成事業で

すが、就学援助のホームページや各校での

アナウンスなど、丁寧な周知をされている

ということです。兄弟が多い等で必要とさ

れている御家庭も多いと思いますので、今

後も続けていただきますようよろしくお

願いいたします。 

 ３点目の小学校給食、中学校給食の賄材

料費についてですが、今後も食材の見直し

や献立の工夫などでその値段が上がらな

いように工夫していただけるということ

です。今後も費用を抑えていただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 ５点目の食物アレルギー等対応補助金

についてです。 

 今後、本人や保護者の考え方でアレルギ

ーがなくても小麦粉を食べさせないとか

砂糖を食べさせないというような考えが

ある御家庭も出てこられる可能性があり

ます。 

 給食とは何か、食育とは何か、学校でも

食育について、また命について学習する機

会を増やしていただけますよう要望して

おきます。 

 ７点目の就学援助についてです。 

 国はクラブ活動費も補助対象としてい

ます。遠征費など親の負担は大きいもので

す。今後、補助を拡大し子供たちが安心し

てクラブ活動や学校生活を楽しめるよう、

対象に入れていただきますよう要望いた

します。 

 ８点目の不登校についてです。 

 さわやかフレンドの説明ありがとうご

ざいました。大学生やパル・アミ・メイト

の卒業生であったら本当に話しやすいの

でいいかと思います。 

 年齢が近いと、先生や親には話せないよ

うなことも話せると思います。子供が学校

に行くのは義務ではありません。行くこと

により心が折れるようなら休息を取るべ

きです。子供には何より生きる権利、休息
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の権利、学ぶ権利があります。 

 今後も子供たちの休息の場、学ぶ場とし

て確保していただき、孤立しがちな不登校

の子供を持つ保護者への支援を強く要望

いたします。 

 ９点目の多文化の共生についてです。 

 今後も海外にルーツを持つ生徒・児童が

増えるかもしれません。もっと多文化にな

るかもしれません。学校は子供たちにとっ

ていろんな人と関わる場でもあります。ほ

かの国の文化や言葉に触れる体験を通じ

て成長できる環境を今後もつくっていた

だきますよう、要望しておきます。 

 １０点目のいじめ問題です。 

 いじめはどうしてもいじめた側を厳し

く問い詰めてしまいますが、いじめに走ら

ざるを得ない子供の苦しみ、悩みを理解し、

いじめをしなくなるまでケアしてこそい

じめを止めることができると考えていま

す。 

 いじめられた子が、次はいじめる側に回

る可能性もあります。当事者だった方のお

話やホームルームなどでいじめについて

自分事として考える時間を生徒・児童とと

もに先生もつくっていただき、子供も大人

も話せる環境をつくっていただきますよ

う要望いたします。 

 １１点目の教職員の数についてです。 

 先日、摂津市教育委員会のチャンネルで、

教育研修の様子などを紹介する動画があ

ることを知りました。摂津市で教員として

働きたいと思ってくれる人を一人でも増

やし、子供たちが安心して相談できる環境

をつくるためにも、人員確保に向けて頑張

っていただきますようよろしくお願いい

たします。 

 １２点目の青少年自然体験についてで

す。 

 昨今、土や自然に触れる機会は年々減っ

ているように感じます。自然に触れて気持

ちが落ち着いたり、キャンプなどを通じて

災害が起きたとき、人々との助け合いや野

外での生活の仕方、また火の扱いなどを学

ぶことができます。今後も続けていただき

ますよう、強く要望しておきます。 

 １３点目の家庭教育学級、せっつ生涯学

習大学についてです。 

 先日、私自身も何度か女性学級に参加さ

せていただきました。様々なテーマで楽し

く学ぶという経験をしました。ネットで調

べれば、今は何でも出てくる時代です。対

話などを通じ学ぶこと、またそこの場所に

出かけて学ぶことは、今後の人生において

貴重な体験だと思います。ぜひ今後も続け

ていただきますよう、強く要望いたします。 

 １４点目の図書館運営事業についてで

す。 

 現在、摂津市には本屋がありません。紙

の本に触れる機会は減りつつあります。 

 先日、読みたい本が摂津市の図書館にな

いということで、リクエストをされた方が

いらっしゃいました。リクエストした本は

他市から一旦借りて、どれぐらいの方が借

りるか、どのぐらいの人が読むのかを調べ

てから購入するとお聞きしました。 

 いつでもその本を読めるよう、市民の方

が読みたいと希望された本です。ぜひリク

エストされた本は購入をしていただきま

すよう強く要望いたします。 

 以上で質問を終わります。 

○水谷毅委員長 ほかにありませんか。 

 香川委員。 

○香川良平委員 それでは、予算に関わる

部分、質問させていただきたいと思います。 

 まず出産育児課、２点ございます。 

 １番、予算概要６０ページ、ファミリー
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サポートセンター運営事業についてお聞

きいたします。 

 摂津市社会福祉協議会のホームページ

を見ますと、令和８年１月１日時点で１１

７名の援助会員がいるということであり

ます。千里丘地域、鶴野地域、別府地域の

援助会員が特に不足しているという記載

がありますが、それぞれの地域の援助会員

の登録状況について、１回目お聞かせいた

だきたいと思います。 

 ２番、予算概要７２ページ、予防接種管

理事業についてお聞きいたします。 

 令和７年度には医薬材料費４５０万円

が予算計上されておりました。令和８年度

では、医薬材料費の予算計上がございませ

ん。この要因についてお聞かせいただきた

いと思います。 

 次に教育政策課、４点ございます。 

 ３番、予算概要１０８ページ、小中学校

通学区域等事業についてお聞きいたしま

す。 

 備考欄に通学区域等審議会等に要する

経費と記載されており、小中学校通学区域

等審議会委員報酬として３２万４，０００

円が予算計上されております。 

 先ほどの宇都宮委員の質問と一部重複

しますが、改めて、令和８年度はどのよう

な予定になっているのかお聞きします。 

 ４番、予算概要１１０ページ、新入学用

品支給事業についてお聞きいたします。 

 新入学児童に対するランドセル購入に

要する経費として８６９万６，０００円が

予算計上されております。 

 令和７年度予算と比べて２４万５，００

０円の減額となっております。減額となっ

た要因についてお聞かせください。 

 ５番、予算概要１１０ページ、安全対策

事業についてお聞きいたします。 

 令和７年度の安全対策事業には、教育施

設等文書集配業務委託料として３２０万

円が予算計上されておりました。令和８年

度では、この予算がございません。この要

因について教えていただきたいと思いま

す。 

 ６番、予算概要１２０ページ、小学校給

食事業についてお聞きいたします。 

 アレルギー等による持参食家庭への補

助として５７万２，０００円が予算計上さ

れております。こちらも先ほどの質問と一

部かぶるのと思うんですけど、実際にアレ

ルギー等によって給食が食べれず、お弁当

を持参されている方は、現在どれぐらいい

らっしゃるのか。 

 先ほどの答弁で相当額を補助するみた

いな御答弁やったと思うんです。１食当た

りの金額など食物アレルギー等対応補助

金の内容について、もうちょっと詳しく教

えていただきたいと思います。 

 次に学校教育課、２点ございます。 

 ７番、予算概要１１０ページ、教職員人

事事業についてお聞きいたします。 

 出退勤管理システム利用料と自動採点

システム使用料の２点が新規で上がって

きていると思っております。それぞれのシ

ステムの内容についてお聞かせいただき

たいと思います。 

 ８番、予算概要１１４ページ、学力向上

推進事業についてお聞きいたします。 

 学習指導委託料として６０６万５，００

０円が予算計上されております。令和７年

度の予算と比べますと１，４１４万１，０

００円と、大幅な減額となっております。

この要因について教えていただきたいと

思います。 

 こども政策課、２点ございます。 

９番、予算概要５６ページ、こどもの居
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場所づくり事業についてお聞きいたしま

す。 

 １回目に子ども食堂の対前年度比で減

額理由についての質問を考えていました

が、こちらも重複しておりますので、こど

もの居場所づくりとして子ども食堂では

なく、宿題カフェ運営補助金についてお聞

きしたいと思います。 

 こちらは子ども食堂とは違い、前年度と

比べて８万４，０００円の増額となってお

ります。こちらの要因についてお聞きしま

す。 

 １０番、予算概要１２２ページ、中学校

就学援助事業についてお聞きいたします。 

 経済的な理由で中学校に就学させるこ

とが困難な家庭に対して、就学に必要な経

費の一部を援助するといった制度でござ

います。令和７年度の予算と比べて約４０

０万円の減額となっております。減額の要

因についてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 生涯学習課、１点です。 

１１番、予算概要１３２ページ、図書館

運営事業についてお聞きいたします。 

 電子図書使用料として３７０万円が予

算計上されております。令和７年度の予算

ではこの電子図書使用料は、図書購入費の

中に組み込まれていると、先ほどの谷口委

員への答弁で分かりました。 

 確認なんですけれども、令和８年度に電

子図書使用料をあえて分けたのはなぜな

のか、聞いておきたいと思います。 

 以上１１点です。お願いいたします。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 松田副理事。 

○松田こども家庭部副理事 １番、ファミ

リーサポートセンター運営事業に係りま

す千里丘地域、鶴野地域、別府地域の援助

会員の登録状況についてでございます。 

 ２月１日時点で、援助会員の小学校区別

の登録数で申しますと、三宅柳田小学校区

が１８名、別府小学校区が６名、千里丘小

学校区が１１名でございます。 

 また、依頼会員でありながら援助会員で

ある両方会員という制度がございます。そ

の登録について、それぞれ三宅柳田小学校

区が５名、別府小学校区が１名、千里丘小

学校区が８名でございます。 

 ２番の予防接種管理事業の医薬材料費

についてでございます。 

 医薬材料費の内容といたしましては、現

在４か月健診時に会場内で実施している

ＢＣＧワクチン代となっております。 

 ＢＣＧは乳幼児の結核予防効果を高め

るために、平成１７年度より生後６か月ま

でに接種することとされましたが、特に大

阪府は、全国でも結核の患者数・罹患率が

高かったため、１００％に近い受診率であ

る４か月健診で集団接種を行うに至りま

した。 

 しかしながら、現在は結核患者数も減っ

ており、健診会場での接種となりますと、

日程ありきになってしまいます。例えばほ

かの予防接種との兼ね合いや、赤ちゃんの

その日の機嫌、様子について、余裕を持っ

て主治医と相談しながら、一人一人に合っ

た個別対応ができるように、令和８年度よ

り集団接種から個別接種に移行するもの

でございます。 

 したがいまして、これまで購入をしてい

た医薬材料費は削除となったものでござ

います。 

○水谷毅委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 ３番、小中学校通学

区域等事業についてです。 

 令和８年度の小中学校通学区域等審議
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会につきましては、安威川以南地域におけ

る適正規模・適正配置に関する基礎調査の

結果等を踏まえ、当該地域におけるこれか

らの学校の在り方や適正規模・適正配置に

ついて御審議いただく予定でございます。 

 開催につきましては、年間４回程度を予

定いたしております。 

 続きまして、４番、新入学用品支給事業

についての減額要因でございます。 

 新入学用品支給事業の報償金につきま

しては、新１年生へ支給するランドセルの

購入経費になり、ランドセル単価につきま

しては令和６年度から令和８年度までの

３年間の単価契約、税込で１万１，２２０

円で締結しており、変動はございません。 

 減額の要因につきましては、令和８年度

の入学予定児童数に予備分も含んでおり

ますが、前年度と比較して減少しているも

のでございます。 

 続きまして、５番、安全対策事業の教育

施設等文書集配業務委託料についてです。 

 こちらは、これまで教育政策課の予算と

して計上いたしておりましたが、令和８年

度に向けた全庁的な事務事業及び予算の

見直しに伴いまして、市役所全体の文書集

配業務と一元化して執行することとなっ

たため、総務課へ移管いたしました。 

 そのため、教育政策課の予算としては皆

減となっているものでございます。 

 ６番、小学校給食事業の食物アレルギー

等対応補助金についてです。 

 食物アレルギー等対応補助金につきま

しては、令和８年度からの小学校給食費の

無償化に伴い、アレルギー等のやむを得な

い理由により給食を喫食できず、御家庭か

らお弁当を持参している児童の保護者に

対して給食相当額を補助する制度でござ

います。 

 補助の内容につきましては、令和８年度

の小学校給食に係る賄材料費の月額相当

額である５，２００円、１食当たり２９０

円を基準とし、これを１１か月分補助する

内容で算定いたしております。 

 対象人数につきましては、現在、完全除

去対応などによりお弁当を持参している

児童の状況等を踏まえ、１０名程度を想定

して５７万２，０００円を計上いたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 羽田参事。 

○羽田学校教育課参事 私からはまず、７

番の出退勤管理システム導入委託料につ

きまして答弁をさせていただきます。 

 出退勤管理システムは、府費負担教職員

が出勤及び退勤をしたときにＩＣカード

をカードリーダーで読み取って打刻し、勤

怠の管理を行うものであります。 

 現在も導入しておりますが、こちらはス

タンドアロンのパソコンを使って出勤と

退勤の打刻のみを行っているものでして、

その情報を各学校で管理職がソフトを操

作し、その処理をしたものを市教育委員会

に提出している状況でございます。そちら

をもって時間外在校等時間、いわゆる時間

外勤務を集計しております。 

 このような作業をしている関係上、非常

にアナログな作業が現在伴っている状況

でございまして、こちらの作業をオンライ

ンで全てできるようにすることを今想定

しております。 

 ネットワーク環境を構築して、その中で

出退勤の記録や、あとは時間外在校等時間

の処理に伴い、休暇等の申請等もデジタル

でできるようにすることで、紙媒体で現在

申請している公簿等をデジタル化してい

き、校務のＤＸ化の推進を図っていきたい
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と考えております。 

 そのように教職員の働き方改革に着手

するためにもこのシステムを導入したい

と考え、予算化しております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 田中課長。 

○田中学校教育課長 続きまして、自動採

点システム使用料について御説明させて

いただきます。 

 中学校５校において、生徒のテスト解答

用紙をパソコン等に取り込み、自動採点や

集計を行うソフトウエアを導入するもの

です。 

 中学校の定期テストの作業については、

大きく分けて丸つけ、それから点数の集計、

成績処理ソフトへの転記、以上の三つが手

作業でこれまで行っておりましたが、自動

化・効率化されます。 

 採点時の計算ミスや成績表への転記ミ

スを防ぐためのダブルチェックにかかる

作業であるとかその時間、それから心理的

負担が大幅に解消されるものと考えてお

ります。 

 続きまして、８番、学力向上推進事業に

関わる学習指導委託料の減額理由は事業

見直しによる減額でございます。 

基礎的・基本的な学習内容を確実に定着

させるため、これまでの通年実施から長期

休業期間中の短期集中型に見直しました。 

 さらに、実施場所を公民館等外部の施設

に変更する予定でございます。夏季休業中

については、生涯学習課の所管ではござい

ますが、公民館で実施する自習室の開放等

と連携することで、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾の

時間の前後に自習室を利用する等で家庭

学習習慣の定着も同時に図ることが可能

であると考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 ９番のこど

もの居場所づくり事業に関しまして、宿題

カフェ運営補助金の前年度比８万４，００

０円の増額理由でございます。 

 宿題カフェ運営補助金につきましては、

新規が５万円、継続が３万６，０００円で

設定しております。令和７年度の予算につ

きましては継続の２か所に加えまして、２

か所の新設を見込みまして、計１７万２，

０００円を計上しておりました。 

 令和８年度予算の積算といたしまして

は、継続の４か所に、さらに２か所の新設

を見込みまして、合計６か所として２４万

４，０００円を計上しているものでござい

ます。 

 続いて、１０番の中学校就学援助事業に

ついて、予算の前年度比４００万円の減額

理由でございます。 

 中学校就学援助事業につきましては、令

和６年度の決算額が２，０４６万２，３０

３円でございました。令和７年度の状況を

見ましても、さらにそれを下回ることが予

想されております。 

 令和８年度の予算を計上するに当たり

ましてはその実績を踏まえた上で、また一

方で、入学準備金の単価の引上げを考えて

おります。こちらが２３４万円の増額を見

込んでおり、そちらを差引いた結果４００

万円を減額して計上しておるものでござ

います。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 １１番、図書館運営

事業の電子図書使用料についてお答えし

ます。 

 令和７年度につきましては、電子図書の

購入費も図書購入費に含めておりました
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が、電子図書についてはオンライン上で借

りる図書であるため、使用料として計上す

ることが予算上正しい扱いとなります。そ

のため令和８年度からは図書購入費と別

に電子図書使用料の予算科目を設けてお

ります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 香川委員。 

○香川良平委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 それでは２回目、質問させていただきま

す。 

 １番、ファミリーサポートセンター運営

事業についてでございます。 

 １回目で援助会員の登録状況等につい

て御答弁をしていただきました。社会福祉

協議会のホームページにあるように千里

丘地域、鶴野地域、別府地域の援助会員が

少ないということであります。 

 援助会員が少ないことによって、どのよ

うな問題があるのかが気になるところで

あります。依頼会員の依頼を全て受けるこ

とができずに断ってしまうことなどがあ

るのか、現状についてお聞かせいただきた

いと思います。 

 ２番、予防接種管理事業についてでござ

います。 

 保健センターで実施をしている４か月

健診時に受けていたＢＣＧワクチンの予

防接種を個別接種に変更することにより、

医薬材料費の予算がなくなることで理解

をいたしました。 

 個別接種に代わることで、４か月健診時

にどのような変化があるのかをお聞きし

たいと思います。 

 ３番、小中学校通学区域等事業について

でございます。 

 小中学校通学区域等審議会委員につい

てお聞きしたいと思います。 

 学識経験者や地元の方、自治会とか。そ

して学校の先生などで多分構成されてい

ると思うのですが、今どのようなメンバー

構成になっているのかお聞きしたいと思

います。 

 ４番、新入学用品支給事業についてでご

ざいます。 

 市のホームページに摂津市スクールバ

ッグをリニューアルしますというページ

がありまして、中段に企業版ふるさと納税

の記載がございます。「企業版ふるさと納

税を通じて当該事業を応援したいという

企業の皆様を募集しています。ご賛同いた

だける企業様には、スクールバッグ配布時

に電子黒板等において、新入学児童・保護

者へのお祝いメッセージ等のご協力をお

願いする場合があります。」と記載されて

ます。 

 その下をクリックすると、企業版ふるさ

と納税のページに飛ぶようになってるん

です。このページを見た方がランドセルを

配っている、摂津市はすばらしいことをや

っている、応援したいと思われて寄附につ

ながることもあるのかと思いました。 

 しかし、クリックして飛んだ先の企業版

ふるさと納税のページがむちゃくちゃ分

かりにくいと思ったんです。政策推進課の

所管なんで、そこには触れませんが、何で

それを応援したいと思って寄附する場合、

寄附を希望する事業名、多分これは「誰も

が学び、成長できるまち」を実現する事業

になると思うんですけど、教育政策課のラ

ンドセルのページに、「ランドセルを応援

していただける方は寄附を希望する事業

名に誰もが学び、成長できるまちを実現す

る事業とお書きください」などの注釈があ

ったほうが分かりよいって思いました。そ
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の点についていかがお考えでしょうか。 

 ５番、安全対策事業についてでございま

す。 

 集配業務は総務課に移管したことによ

り委託料がなくなったということで理解

をいたしました。 

 ２回目でお聞きしたいのが、この教育施

設等文書集配業務はどのような業務であ

ったのか、具体的に教えていただきたいと

思います。各学校で行っている集配業務を

総務課に一本化するというイメージなん

です。果たしてそれで効率化が図れている

のか疑問に思っているところであります。

その点も併せて教えていただきたいと思

います。 

 ６番、小学校給食事業についてでござい

ます。 

 食物アレルギー等対応補助金の内容に

ついて教えていただきました。１０名程度

の想定であるということであります。これ

に関しては理解をいたしました。 

 ７番、教職員人事事業についてでござい

ます。 

 出退勤管理システムと自動採点システ

ムについて教えていただきました。この自

動採点システムの導入により、教員の負担

軽減につながると理解いたしました。 

 今まで手作業で行っていた採点業務を

自動化することによって一体どのくらい

の時間が削減できると見込んでおられる

のか、その点をお聞きしていきたいと思い

ます。 

 ８番、学力向上推進事業についてでござ

います。 

 これまで通年で行ってこられました摂

津ＳＵＮＳＵＮ塾を夏期講習のように夏

休みや冬休みの長期休みのみの短期集中

型に変更するということであります。大幅

な変更と感じました。 

 この変更に至った経緯について、どのよ

うなお考えでなったのか、お聞きしておき

たいと思います。 

 ９番、こどもの居場所づくり事業でござ

います。 

 摂津市宿題カフェ運営事業補助金交付

要綱第４条第１項第１号に、原則として、

週に１回以上、市内において宿題カフェを

開催することが規定されております。 

 運営経費の補助は、「宿題カフェの開催

日数に１，０００円を乗じて算出した額又

は３万６，０００円のいずれか低い額」が

上限となっております。つまり３万６，０

００円よりも低い額でも補助対象になる

ということであります。 

 上限のまでの３６回の開催であれば、単

純に月３回の開催となり、宿題カフェ運営

事業補助金交付要綱にある、原則として週

に１回以上、市内において宿題カフェを開

催することの規定に当てはまらないので

はないのかと思うのですが、その辺りのお

考えについてお聞かせいただきたいと思

います。 

 １０番、中学校就学援助事業についてで

ございます。 

 昨年の決算審査に係る委員会でも質問

させていただきましたＰＴＡ会費と生徒

会費の件でありますが、予算でも議論して

いきたいと思います。 

 ＰＴＡ会費４，２６０円、生徒会費５，

５５０円の金額は、就学援助に対する国庫

補助金の限度額があり、その限度額と同様

に設定しているとの御答弁を決算審査に

係る委員会のときにいただいております。 

 第一中学校のＰＴＡ会費は年間１，００

０円であることから、第一中学校に通われ

ている対象者の方には３，２６０円多く支
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給されていることになります。 

 第二中学校の生徒会費年間１，４００円

であることから、第二中学校に通われてい

る対象者の方には４，１５０円多く支給さ

れていることになります。 

 このように多く支給されているのはお

かしいのではないかと指摘させていただ

きましたが、今回の予算で是正されていな

いことについては残念に思います。やっぱ

りこういう部分は変えていく必要がある

と私は思うのですが、その点についてのお

考えを聞いておきたいと思います。 

 １１番です。図書館運営事業についてで

ございます。 

 こちらも昨年の決算審査に係る委員会

でも質問をさせていただきましたが、電子

図書の貸出数が、令和６年度はかなり少な

かったという部分についてでございます。

特に５０代の方の利用が減っているとい

うことで、指定管理者と相談しながら増え

ていくように頑張るというような御答弁

をいただいたと思います。どのような取組

を行っていただいたのか、紹介していただ

きたいと思います。 

 以上２回目です。お願いいたします。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 松田副理事。 

○松田こども家庭部副理事 １番、援助会

員が少ない地域において、どのような問題

があるのか。また断ることがあるのかとい

うお問いでございます。 

 援助会員が少ないという理由で、その地

域の方を断ることはございません。なるべ

く近所の方同士、顔の見える関係の中でマ

ッチングをという思いはあるのですが、違

う校区であったとしても呼びかけをさせ

ていただいて、双方合意であれば紹介する

ものになっております。 

 ただし、先ほど申しました地域は、やは

り依頼会員に対して援助会員が若干少な

い。特に千里丘地域が依頼会員８２名に対

して援助会員１１名と、かなり差がござい

ますので、今後需要も増えることかと思い

ますので、援助会員の呼びかけはしていき

たいと思っております。 

 また、断るケースでございますが、急に

子供を預かってほしいということがある

とは思うのですけれども、急な預かりの依

頼は、やはりマッチングがしにくくなりま

して、例年お断りすることもございます。 

 令和６年度で申しますと、２件お断りし

ました。本年度につきましては、現時点で、

３件うまくいかなかったケースがござい

ます。 

 以上でございます。 

 ２番の予防接種についてでございます。 

 ４か月健診の今後の変化についてでご

ざいますが、健診はお１人当たり１時間ぐ

らいかかりますけ。問診、指導、計測、内

科、診察、ＢＣＧと流れがありますと、小

さいお子さんですので、負担がかかり、ま

た、腹ばいにしたり等体を触らせてもらう

ため、その間は授乳を控えていただいてお

ります。おなかがすいて泣いてしまう赤ち

ゃんもいるのですが、ＢＣＧ接種がなくな

ることによって、負担が軽くなります。 

 保護者も、上のお子さんを連れてお見え

になったり、上のお子さんのお迎えがある

ので早く帰りたいという方もおられます

ので、親子ともに、負担が少しなくなるの

かと思っております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 ３番、小中学校通学

区域等審議会委員のメンバー構成のお問

いでございます。 
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 委員の構成につきましてはこれまでと

同様に、学識経験者をはじめ、対象地域に

おける自治会や青少年指導員などの地域

団体の代表者、ＰＴＡの代表、未就学児の

保護者、そして小・中学校の校長などに参

画いただく予定でございます。 

 様々なお立場から多角的な視点で、子供

たちにとってよりよい教育環境の構築に

向けた御議論をいただけるよう構成して

まいりたいと考えております。 

 続きまして、４番、新入学用品支給事業

でございます。 

 現在のホームページの記載では、ランド

セル事業を応援したいと考えてくださっ

た企業の皆様が、寄附の手続に進んだ際に

寄附活用事業を選択いただきますが、どの

事業名を選択すればよいか分かりにくい

面があるという点について認識いたしま

した。 

 寄附を通じて、本市の教育施策を御支援

いただける貴重な機会を逃すことのない

よう、所管する関係課とも連携を図り、寄

附を希望された事業名を選択していただ

けるよう、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、５番、安全対策事業です。 

 当該業務の具体的な内容につきまして

は、教育委員会と市内の全小・中学校、認

定こども園などの各施設との間を定期的

に巡回し、公文書や連絡物などの集荷及び

配達、逓送を行うものでございます。 

 これまで教育委員会単独で委託してい

た集配業務を市役所全体の他施設への集

配業務と統合し、総務課において一括して

契約管理を行うことで、巡回ルートの最適

化や契約事務の負担軽減が図られ、市全体

としての経費削減や業務の効率化につな

がるものと認識いたしております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 田中課長。 

○田中学校教育課長 ７番の自動採点シ

ステム使用料における効果について御答

弁申し上げます。 

 今年度モデル校複数校で実証実験を行

っております。導入前と比較しまして、採

点・集計に関わる時間が約５５％から７

０％削減される効果が確認されておりま

す。 

 すなわち、今かかっておる時間の約３

０％から４５％で済む状況で、大幅な業務

負担軽減につながることが示されており

ます。 

 続きまして、８番、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾

の事業内容を変更した経緯について御答

弁申し上げます。 

 令和７年度の全国学力・学習状況調査の

結果で小学校６年生と中学校３年生を対

象にした結果において、正答数の分布を全

国の状況と比較して、四つの層に分けて示

す四分位という指標がございます。 

 本市におきましては、その正答数の比較

的少ない層に属する児童・生徒の割合が、

どの教科も全国平均よりも高い状況にあ

り、基礎的・基本的な内容の定着に課題を

抱えている子供が一定数おると受け止め

ております。 

 その背景といたしまして、学年が上がる

につれて学習内容が高度化、抽象化する中

で、小学校段階において学習のつまずきが

生じやすく、学びの積上げに差が生まれて

いることが一因であると分析しておりま

す。 

 そういった状況を鑑みまして、まずこれ

までの小学校６年生から中学校３年生対

象の摂津ＳＵＮＳＵＮ塾に加えて、小学校

の基礎・基本の定着が必要な小学校に学習
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サポーターを追加配置し、放課後学習広場

を実施する。 

 それから、小学校６年生から中学校３年

生の摂津ＳＵＮＳＵＮ塾については、短期

集中型に切り替えた次第でございます。 

 今後も基礎・基本の確実な定着に向けて

事業内容を進めていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 ９番の宿題

カフェ運営補助金に関する御質問にお答

えいたします。 

 まず、原則週に１回以上と規定している

ことについて御説明させていただきます。 

 子供の居場所については特に定義があ

るものではなく、私自身の考えにもなりま

すけど、居場所があるから子供が集まると

いうよりは、子供が集まる場所が居場所に

なると考えています。 

 そういった意味では、そこが子供たちが

集まれる場所だと、子供たちが認知してそ

して定着する必要があると思うんです。そ

のためにはできるだけ多く開催していた

だく必要があると思います。それが月１回

ではしんどいのではないか。週１回ぐらい

が適切ではないかということで目安とし

て、原則、週に１回以上としているところ

でございます。 

 しかしながら、実際のところでは年末年

始ですとか、運営者側の都合とか会場の都

合とか、今、実際に運営されているところ

で言えば、夏休みはなかなか子供が集まり

にくいということで休止されているとこ

ろもあります。毎週開催すると年間五十二、

三回できると思うんですけれども、実際の

ところはそこまで開催されてないのが実

情です。 

 そのような中で、必要なのは毎週必ずや

っていくよりも、運営者側が無理のない範

囲でできるだけ長く続けていただくこと

が子供の居場所として重要だと思ってい

ますので、そちらについては柔軟に運用し

たいと思っております。 

 あと３万６，０００円の上限ですけれど

も、例えば年度の途中から開催することも

ございます。そういった場合には年に３６

回に満たない場合もございます。そういう

ときにも支払うことができるような設定

になっております。 

 １０番、中学校就学援助事業でございま

す。 

 就学援助制度におけるＰＴＡ会費でご

ざいますとか生徒会費の在り方につきま

しては、先ほどございましたとおり昨年の

決算の審査においても委員から御指摘い

ただきまして、課題については認識してい

るところでございます。 

 しかしながら、令和８年度の予算を検討

するに当たっては、少々時間が足りなかっ

た、また変えるとなると影響が大きいので、

周知の時間も必要だと思います。そういっ

た点から令和８年度の改定には至らなか

ったという状況でございます。 

 一方で、ＰＴＡ自体がなくなる学校があ

るという話も耳にしております。そのよう

な点からも、令和９年度のＰＴＡ会費、生

徒会費の在り方につきましては、令和８年

度中に検討していく必要があると考えて

おります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 １１番、図書館運営

事業の取組にお答えします。 

 電子図書の利用者が減少している状況

から、令和７年度につきましては、予約が
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来るまで待つ必要がないよう、一度に何人

でもアクセスできる読み放題パックを導

入いたしました。 

 また、導入するジャンルの見直しですと

か、市内の小・中学校への電子図書の案内

チラシの配布などを行いました。 

 加えて、小・中学校の全児童・生徒に配

布されているタブレットを活用した電子

図書の運用についても、関係課と協議しな

がら進めてまいります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。

３回目です。 

 １番、ファミリーサポートセンター運営

事業についてでございます。 

 心配していたようなことはあまりなく、

なるべく断らないような仕組みでやって

いただいているということで安心をいた

しました。 

 共働き世代の増加や延長保育ニーズの

増加により、今後も需要が高まっていくこ

とが予想されております。子育て世帯のニ

ーズに応えるためにも援助会員が増える

ような取組を、しっかり行っていただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 ２番の予防接種管理事業についてでご

ざいます。 

 ４か月健診時にＢＣＧワクチンを打つ

必要がなくなったため、健診自体が短くな

るという御答弁でありました。こちらにつ

いては理解しましたので、引き続きよろし

くお願いいたします。 

 ３番、小中学校通学区域等事業について

でございます。 

 この件については代表質問でも触れら

れておられましたし、教育長からも小規模

校イコール統廃合という話ではない。あら

ゆる可能性を排除しないという御答弁で

あったと私も記憶しております。 

 令和５年に出された鳥飼地域における

学校の適正規模・適正配置の検討について

の答申に、第五中学校で１学年１学級が発

生すると推計されている令和１４年頃を

めどに、同校の適正規模・適正配置につい

て検討されたいという一文が留意事項に

上がっておりました。 

 代表質問の答弁と繰り返しになる部分

があると思うのですが、改めて第五中学校

の適正規模・適正配置のお考えについて、

教育長から御答弁いただきたいと思いま

す。 

 ４番です。新入学用品支給事業について

でございます。 

 ありがとうございます。企業版ふるさと

納税の寄附につながるように、政策推進課

と連携を図っていくという大変前向きな

御答弁だったと思います。こちらも寄附が

増えるような取組しっかりやっていただ

きたいなと思いますんで、よろしくお願い

いたします。 

 それと５番、安全対策事業の教育施設等

文書集配業務についてであります。 

 総務課に一本化することで業務の効率

化が図れるという御答弁でありました。こ

ちらも期待しておりますので、引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

 ７番、教職員人事事業についてでござい

ます。 

 自動採点システムを導入することによ

り業務時間の削減が見込まれるというこ

とで理解をいたしました。教員の長時間労

働は深刻で、授業準備や生活指導、事務作

業、部活動など多岐にわたる業務が教育の

質を圧迫していると言われております。教
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員が本来の教育活動に専念できるよう、業

務の効率化はどんどん進めていっていた

だきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 ８番、学力向上推進事業についてでござ

います。 

 摂津市の未来を担う子供たちの学力向

上、地域の発展に直結する重要な課題であ

ると考えております。子供たち一人一人の

課題に応じた学習を提供できる、そんな摂

津ＳＵＮＳＵＮ塾であってほしいと思い

ます。引き続きよろしくお願いいたします。 

 ９番、こどもの居場所づくり事業につい

てでございます。 

 宿題カフェを運営されている団体は、試

行錯誤しながらカフェ運営をされている

と思っております。子供の居場所として継

続性を持ち、市に市民の相談がつながる環

境づくりを行い、信頼できる居場所として

定着するようにしていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 １０番、中学校就学援助事業についてで

ございます。 

 令和８年度の予算化には時間が足りな

かったと、しかし、課題認識を持っていた

だいて、令和８年度中に検討までしていた

だけると、大変前向きな御答弁だったと思

います。ぜひ是正していただくようにお願

いいたします。 

 中学校は各学校によって金額が違うわ

けですから、要綱に金額を記載するのでは

なく、実費額などでもいいのではないかと

思います。アッパーが出てるような状況は、

ぜひ是正していただきたいと思います。 

 加えて申し上げますと、申請書のＰＴＡ

会員申込みの有無だけで支給を決めてい

る点でございます。 

 ＰＴＡは任意団体なので、個人情報の観

点から個々の家庭の加入状況を収集する

ことは困難であると聞いております。 

 つまり、加入の意思さえ最初に見せれば、

実際に加入していなくても支給されると

いうことであります。どう考えてもおかし

いと思います。 

 そもそもＰＴＡは任意団体です。加入す

るのもしないのも選べるわけです。任意の

団体に援助するのが妥当なのか、私は違和

感を覚えるところです。他市においても同

じように就学援助がもちろんありますが、

私の知る限り、ＰＴＡの会費は援助の対象

から外れております。この点も一度検討し

ていただくことを要望して、この質問を終

わります。 

 最後に、１１番、図書館運営事業につい

てでございます。 

 令和６年度の実績から見て、いろんな取

組やっていただいていると理解をいたし

ました。電子図書は令和４年度から始めた

んですよね。せっかく始めたので、引き続

き利用者が増えるような取組を、今後も続

けていっていただきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 私の質問は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 若狭教育長。 

○若狭教育長 第五中学校の小規模化に

対応するための今後の方向性といいます

かその考えと申しますか、第五中学校が小

規模化することよりも、既に１中学校１小

学校の進学先になってございますので、す

ぐにそこの対応を考えないといけないと

思います。 

 この間の出生数の予想とか児童数、生徒

数の予想を基に、事務局でもいろいろと論

議を繰り返してまいりました。 

 第五中学校区だけで考えても、どうして
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も行き詰まる、第四中学校区でも同じよう

に小学校の単学級化が発生する可能性が

出てきたということで、安威川以南地域全

体で考えていかないといけない。 

 それから、少ないところを統合していく、

新しい学校を数合わせ的に造るのももう

限界かなと。そういうことをしても結局ま

たその先何年かで考えていかないといけ

ない。単なる数合わせの統廃合ではなく、

安威川以南地域の今後の特性とかそれか

らこれから先求められる教育内容も加味

して地域との連携とか特色とか、それから

教育内容の特別な教育課程といいますか、

特色の非常に強い教育内容を加味して新

しい形の学校、それから小規模化による特

認校の制度じゃなく教育内容で特認校化

して、例えば安威川以北からも希望者が通

学できるとか、そういったところも含めて

考えていきたい。あらゆる可能性を排除し

ないで、子供たちにとって最適な教育環境

を考えて答えを出して構築していきたい

と思っております。 

 そのためにも、教育委員会だけでなく関

係部署ともいろいろと情報交換を密にし

ながら進めたいと思っております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 西谷副委員長。 

○西谷知美委員 まず、予算概要の中から、

１番目、こども政策課の児童発達支援事業

に関してでございます。 

 午前中にも質問がありましたが、５歳児

健診を新しく始めるとあったと思います。

この発達支援の相談のピークについて、自

分が子育てしてきた中で考えると、幼稚園

に入るか入らへんかぐらいかという引っ

かかりが出てくる頃かと思うんです。そこ

で小学校っていうところもあるんですけ

ども未就学児の段階でも相談があると思

うので、その辺りを移管するのか。 

 移管するに当たってどういった連携が

なされているのかについてお伺いしたい

と思います。 

 ２番目です。こちらも様々な方が御質問

されたかと思います。こどもの居場所づく

り事業のところで、子ども食堂は今どうい

った団体が実施されているのかについて

お伺いしたいと思います。 

 ３番目、宿題カフェについてでございま

す。 

 こちらは、今４団体がされているという

ことですかね。私の把握している限りで子

ども食堂をされているところがそのまま

宿題カフェに手を挙げられていると思う

んです。これやっぱり同じ場所であること

が大事かと思うんですけれども、その辺り

の場所の状況についてお伺いしたいと思

います。 

 ４番目です。子育て支援短期利用事業に

ついてでございます。 

 令和６年度執行率が３８．５％と、想定

している金額の半分にも届いていない。ど

ういった方が利用する制度なのか、まずは

お伺いしたいと思います。 

 ５番目です。子育て世帯訪問支援事業も

養育支援とのことですが、現在どのような

団体が担っているかをお伺いしたいと思

います。 

 次に、６番目、６０ページの学童保育室

管理運営事業についてでございます。 

 こちらは全小学校で一気にスタートは

せず、まずはできるところからといった内

容の条例にはなっていると思うんです。令

和８年度においては千里丘小学校のみ４

年生以上の学童の受入れができていない

状況になっているかと思います。 

 令和８年度なんでまだこれからですけ
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れども、やっぱり地域格差が問題になって

くると思いますが、これはもう今、４年生

を受け入れるようにしなさいって言って

も無理なので、そういった地域格差が出な

いように、今後は何らかの策を打っていた

だきたいと、地元に住んでいる者の声とし

て要望させていただきます。 

 ７番目です。市立児童センター管理運営

事業についてでございます。 

 間もなく第２児童センターもオープン

します。こちらについてですけれども、今

までやってきた第１児童センターよりも

年齢の受入れ幅が広がるというところで、

留意点というかどういった工夫をされる

予定かについてお伺いしたいと思います。 

 ８番目で、児童発達支援センターについ

てでございます。 

 こちらは決算に係る審査のときにも聞

いたので、そんな数か月で状況が変わるこ

とはないと思います。しかし、決算に係る

審査の前後ぐらいに一部の有志の議員で

見学に行かせていただいたら、すごく老朽

化していると感じました。先ほど教育長の

答弁にありましたけれども、学校再編など

で小学校や中学校が空いたときにパズル

の組合せじゃないですけれども、大人の方

も含めた発達に関することをうまく集約

して、しっかりとした施設になるように、

念頭に置いていただければと思います。 

 ９番目です。こどもつながり訪問事業に

ついて、子育てアウトリーチャーの現状に

ついてお伺いしたいと思います。 

 １０番目です。こちらは親支援プログラ

ム事業についてでございます。 

 始まって２年目になるんですかね。まず

は今行っている状況についてお伺いした

いと思います。 

 １１番目がオレンジリボンキャンペー

ンについて、児童虐待防止キャンペーンで

す。代表質問のときも要望で言わせてもら

ったんですが、啓発やイベントも大事だと

思うんですけれども、それよりももう少し

実態を理解して、きめ細やかな対応を尽く

したほうが虐待はなくなるんじゃないか

と思うところがあります。こちらもイベン

ト自体の来場者数も減っていますし、ここ

ら辺で在り方について考えてみる時期な

んじゃないかと思います。 

 摂津ＳＵＮＳＵＮ塾に関しても、私はこ

れまで何回か質問もさせていただいてて、

今回、低年齢に放課後学習広場と組み合わ

せるっていうすごく現実に合った見直し

がなされました。このオレンジリボンキャ

ンペーンについても１１月がオレンジリ

ボンというか児童虐待のキャンペーン期

間だからといって何となくイベントを実

施するのではなく、来場者の中には切実な

悩みがあって、発達支援の活動に参加した

方がいらっしゃいます。例えば発達障害の

お子さんの中には睡眠障害があるんです

けれども、夜に寝ないお子さんもいらっし

ゃるんです。興奮しているのか、お子さん

が夜に寝ないから日中に寝てしまって保

育園にも連れていけないとか、すごく細か

い話をしているのは理解してるんですけ

れども、そういったところにどう対応する

かとか難しい話ではあると思うんですけ

れども、イベントをやってそこに来たから

といってその悩みは解決しないところも

あります。 

そういったところにもうちょっと着眼

してもらって、逆にそういう楽しいイベン

トに、子育てがしんどい人が来たらあんま

り楽しくないみたいな雰囲気を、その方は

出されてたので、ただイベントをして、啓

発チラシを配るところではない新しい取
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組を次年度展開していただけたらと要望

して、こちらは終わります。 

 続いて、１２番目の病児保育事業補助金

についてです。 

 現在の利用状況について、まずはお聞か

せください。 

１３番目です。保育体制強化事業補助金

についての具体的な中身とその効果につ

いてお聞かせください。 

 １４番目です。千里丘駅西地区保育所等

運営費補助金についてでございます。 

 千里丘駅西地区の保育施設新設は長年

の課題となっていると思います。場所がな

いのかと思いますので、まずは問題点とそ

の解決に向けた具体的な取組についてお

聞かせください。 

 １５番目です。地域子育て支援拠点事業

です。 

 保育施設の中にあったり民生委員がさ

れていたり、いろんな子育ての広場などが

あったりすると思うんですけれども、摂津

市の実施内容について、あと平成と令和で

はニーズに違いがあるかないかなどもお

聞かせいただければと思います。 

 １６番目です。多胎児の対応についてで

す。 

 双子、三つ子もあるかと思うんですけれ

ども、このサービスの利用状況についてお

聞かせください。 

 １７番目です。教育政策課です。小中学

校通学区域等事業について、何人か質問さ

れたのでかぶる部分があるんですけれど

も、先ほど教育長も、ただ学校を統合する

という視点ではなくて、まちづくり的なと

ころも考えていくみたいな答弁だったよ

うに受け取りました。話合いの中に例えば

当該審議会委員じゃない人、それこそ鳥飼

まちづくりの人も入ってくるとか、そうい

った御予定があるのかどうかについてお

聞かせください。 

 次に、１１０ページ、１８番目のランド

セルの支給事業についてでございます。 

 こちらもいろいろ御質問があったと思

います。本当に２年ほどかけていろんなア

ンケートを取っていただいて、機能性など、

おおむね好評な状況でございます。軽いけ

れどもしっかりしているということで本

当にすばらしいものにリニューアルされ

たと感謝申し上げるところではございま

すが、女の子がいきなり黒色のランドセル

っていうのはなかなかハードルが高かっ

たというお話をお聞きすることがありま

す。 

 ちょっと拒否感があったっていうお声

もある中で、例えば自分らしいアレンジを

することで逆に愛着を持つこともあるか

と思うんです。なかなか学校の校則的にハ

ードルが高い部分があるかもしれないん

ですけれども、教育長はそういったランド

セルにアレンジをすることに対してどの

ようなお考えか、お聞きしてみたいと思い

ます。 

 この間、教育委員会のイベントで中学生

のお子さんたちがメイクすることなども

割と寛大な解釈をされていたのでどう思

われるか、個性の発揮っていうところにす

るのか、黒いランドセルを女の子が背負い

やすくする視点でお話を伺えたらと思い

ます。 

 １９番目です。教職員人事に関わるとこ

ろで、一旦講師として広告などを通じて応

募いただいた方、せっかく講師として入っ

ていただいた方がその後、教員になってい

ただくために摂津市として何かサポート

をされているのかについてお伺いしたい

と思います。 
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 ２０番目です。教育支援ルーム運営事業

についてです。 

 こちらも何人か質問がありました。利用

人数などの答弁があったんですけれども、

利用者の中からはもうちょっと場所を増

やしてほしいといったお声はないのかに

ついてお伺いしたいと思います。 

 ２１番目です。進路選択支援事業につい

てでございます。 

 まずは、昨年度の相談件数についてお伺

いしたいと思います。 

 ２２番目、学力向上推進事業についてで

す。 

 こちらは何人も質問されたので要望の

みにしたいと思います。宿題広場で学習習

慣の定着を図り、また放課後学習広場で学

校から帰るまでに宿題をやってしまうと

か、様々な学力の定着、学習習慣の定着に

ついて、課を超えていろいろ取り組まれて

いることは本当に高く評価したいと思い

ます。 

 ぜひ摂津市のお子さんがテストの点も

もちろん大事なんですけれども、本当に学

ぶことを楽しいと思える、そして学ぶこと

で豊かな人生が選べる、そういったお子さ

んを増やせるように頑張っていただきた

いと思います。要望としておきます。 

 ２３番目です。人権教育推進事業に対し

てでございます。 

 国際理解などについての先進的な取組

を、いろいろされているかと思いますが、

現在、摂津市内何校で実施されているか、

お聞かせください。 

 ２４番目です。１１６ページの学校経営

戦略補助金について、金額は４５０万円で

すけれども、具体的な内容について、学校

の経営戦略ってすごい大胆な文言だと思

ったので、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ２５番目、土曜つながり推進事業につい

て、まずはこの内容についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 次に、２６番目、１１８ページ、情報モ

ラル教材使用料についてです。 

 まずは、どのような内容なのかについて

お伺いしたいと思います。 

 次に、２７番目、もう１点、教育長にお

伺いしたいことがあります。学校の部活動

についてです。部活動についてはいろいろ

質問があったんですが、新聞で読んだとこ

ろによると、地域展開になるけれどもまだ

まだ学校の所管に残すという記事があっ

たんです。地域とその学校のつながりを残

すという意味で非常にうまくいけば有効

なツールにはなると思うんですけれども、

その辺りはどういう展開をお考えか。 

 私も代表質問をさせていただいた中で

は、文化スポーツ課に係る答弁だったと思

うんですけども、国的には文部科学省に残

ると言ってるので、その辺りのことも踏ま

え、見解をいただけたらありがたいです。 

 ２８番目の生涯学習課です。淀川わいわ

いガヤガヤ祭について、まずは成り立ちに

ついてお伺いしたいと思います。 

 ２９番目です。こどもフェスティバル開

催事業についてでございます。 

 こちらは、委託されている内容について

団体数も含め、お答えいただきたいと思い

ます。 

 ３０番目です。先ほどからこちらも質問

があったんですけれども、ＰＴＡの事業に

ついてでございます。 

 解散するっていうお話もあったかと思

うんですけれども、摂津市内でどのような

形で運営されているか、事例についてお伺

いできればと思います。 
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 ３１番目です。生涯学習フェスティバル

開催事業については要望としておきます。

こちらも関わっている人たちが高齢化し

て団体数も減っているかと思いますが、せ

っつ生涯学習大学とともに今、高齢化社会

になってきてますので、生きがいを見つけ

るであるとか会社人生が終わった後に地

域でどのように生きていくかという意味

でも非常に大事な事業だと思いますので、

うまく存続できるようにぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。 

 ３２番目、せっつ生涯学習大学について

です。 

 令和５年度、令和６年度、令和７年度そ

れぞれの参加人数と講座内容についてお

伺いしたいと思います。 

 次に、３３番目、公民館管理事業につい

てでございます。 

 先ほどからの答弁で空き部屋を活用し

た自習室を、夏休み限定でされるとのこと

ですが、春休みや冬休みはどうされるかに

ついてお伺いしたいと思います。 

 ３４番目、文化財保護事業についてでご

ざいます。 

 その中でも一津屋公会堂についてです。

今、使い方についていろいろ検討はされて

いると思うんです。令和６年度では企業版

ふるさと納税の対象になっていたかと思

うんですが、今後の活用についてまずお聞

かせいただければと思います。 

 ３５番目、図書館施設管理事業でござい

ます。 

 市民図書館と鳥飼図書センターの２か

所あると思うんですけれども、まずはそれ

ぞれの１人当たりの貸出し冊数について

お伺いしたいと思います。 

 以上３５点、よろしくお願いします。 

○水谷毅委員長 質問の整理をしたいと

思います。教育長に２点質問がございまし

たけれども、まずはスクールバッグの件は

担当課が現在に至るまで、いろんな要望を

たくさん聴いて今の形になっておると思

うので、まず担当課長からその辺の経緯を

答弁いただけたらと思いますけどよろし

いでしょうか。 

 部活動についても、担当課で地域展開し

ていくためのいろんな団体であるとか指

導員を探してくださっていると思います。

その辺の現状を一番よく理解されている

と思いますので、部活動もまず担当課長か

ら答えていただいて、最後、総括的に教育

長から２点に関してお答えいただければ

と思いますけど、お願いできますでしょう

か。 

 では、質問の途中ではございますけれど

も暫時休憩をいたします。 

（午後２時３５分 休憩） 

（午後３時 ７分 再開） 

○水谷毅委員長 休憩前に引き続き再開

します。 

 答弁を求めます。 

 佐野課長。 

○佐野こども家庭相談課長 それでは、１

番目、発達支援窓口の一本化に伴います連

携と引継ぎに関しての御質問にお答えい

たします。 

 これまで発達に係る児童の相談窓口と

いたしましては、３歳６か月までが出産育

児課、３歳７か月から４歳児まではこども

家庭相談課で担っておりました。 

 ３歳６か月を過ぎて出産育児課の担当

保健師に保護者から発達相談があった場

合には、当課の心理士につないでいただき、

必要に応じて発達検査を実施したり、くま

さん教室へつなぐなど、子供の発達状況に

応じた支援をこれまでも図っております。 
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 また、令和６年度から子ども家庭センタ

ーを開設し、支援が必要なお子さんに対し

て合同で会議を開催するなどの取組も行

っております。 

 このような形で両課で連携して取り組

んでまいりましたが、今後は出産育児課に

て発達相談を担う形になり、出産育児課に

おいて継続して相談ができることから、保

護者にとっては、新たな課に相談しなけれ

ばならないというような負担もなくなり、

安心して発達相談ができる環境が整うの

ではないかと考えております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 ２番目の子

ども食堂に関する御質問でございます。 

 市内の子ども食堂の運営につきまして

は、社会福祉法人やＮＰＯ法人、一般社団

法人のほか、飲食店や子ども食堂を実施す

るために組織された団体、また既存の地域

団体の方に担っていただいております。 

 ３番目の宿題カフェに関する御質問で

ございます。 

 まず、市内の宿題カフェの実施場所でご

ざいますが、現在は３か所でございます。

当初は、もう１か所新設の予定がございま

したが、運営側の体制の問題で４月以降に

開設するとお伺いしておりまして、４月

早々には４か所になると考えております。 

 その実施場所の状況ですけれども、必ず

しも子ども食堂をしているところが宿題

カフェをするというものではございませ

んので、連動しているところもあれば、連

動していないところもございます。 

 現在の状況で言いますと、３か所のうち

２か所につきましては子ども食堂も実施

されております。そのうちの１か所は同じ

場所でされており、もう１か所は別々の場

所で運営されている状況です。 

 一体的な運営というところでメリット

もあると思いますし、逆に別々にすること

によって、居場所として数は増えますので、

そういった意味では別々であることもメ

リットとしてはあるかと思います。それぞ

れの状況によって、できる形でそれぞれの

団体が運営していただいているものと認

識しております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 佐野課長。 

○佐野こども家庭相談課長 それでは、４

番目の子育て支援短期利用（短期支援）事

業の利用者の想定の御質問にお答えいた

します。 

 子育て支援短期利用事業の利用者の想

定は、病気、出産などで一時的に子供を養

育できない場合や、育児疲れによるレスパ

イト利用（一時的休息）などの利用を想定

しております。 

 実際に利用されている多くの方が育児

疲れなどによるレスパイト利用という状

況でございます。 

 続きまして、５番目の子育て世帯訪問支

援事業の担い手についてお答えいたしま

す。 

 子育て世帯訪問支援事業につきまして

は、専門的なノウハウを有している社会福

祉協議会などのヘルパー事業者３社と訪

問看護事業者１社、育児経験等がある子育

てアドバイザー１７名に登録いただき、食

事の準備や清掃などの家事援助、育児経験

などに基づく助言やおむつ交換、保護者が

家事をしている間の子守などの育児援助

などを担っていただいております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 ７番目、児童
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センターに関する御質問でございます。 

 第２児童センターを開設するに当たり

まして、第１児童センターとの最大の違い

は、中高生の受入れというところであると

認識しております。 

 そのような中で、どういった形で運営す

るのか、受入れするのがよいのかというの

は、指定管理者と密に連携を図りながら協

議しておるところでございます。 

 例えば、小学生が帰った後に中高生専用

の時間を設けるとか、そういったことを具

体的に検討しております。また、中高生に

対する事業につきましても同様に検討を

重ねておるところでございます。 

 検討に当たりましては、中高生への支援

や居場所づくり、交流といった部分に先進

的に取り組んでおられます尼崎市立ユー

ス交流センターを指定管理者と一緒に視

察するなどいたしまして、目指す方向性を

共有するように取り組んでおります。 

 以上でございます。 

 ８番目の児童発達支援センターに関す

る御質問でございます。 

 児童発達支援センターにつきましては、

摂津市の公共施設等総合管理計画に基づ

きまして、施設の点検とか診断を行いなが

ら、優先順位を定めて必要な修繕を実施し

ておるところでございます。 

 今後も適正な維持管理によりまして老

朽化対策を行い、長寿命化を図ってまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 佐野課長。 

○佐野こども家庭相談課長 ９番目、こど

もつながり訪問事業の現状についてお答

えいたします。 

 こどもつながり訪問事業でございます

が、会計年度任用職員の専門訪問支援員、

子育てアウトリーチャーと、子育て支援な

どの活動をされておられるボランティア

の訪問支援員がペアとなって家庭を訪問

するもので、保護者との関係性を構築する

ため、令和６年１１月から実施している事

業でございます。 

 また、お子様に絵本などを無料でお渡し

して保護者の警戒感を和らげ、子供に絵本

を読んであげたり、また丁寧に子育ての状

況を伺いながら、困り事を把握した際には

必要な子育て支援につなげている状況で

ございます。 

 令和６年度につきましては４６世帯を

訪問させていただいておりまして、令和７

年度も前年度と同程度の訪問を予定して

おります。 

 続きまして、１０番目、親支援の取組状

況についてお答えいたします。 

 保護者自身が様々な悩みを抱えておら

れる御家庭で、これまでの成育歴において

保護者自身が幼少期に、親から虐待を受け

たり、幼少期につらい経験をした親は育児

ストレスを乗り越えるためのバランス感

覚を保てず、我が子に対して怒りの感情が

湧いたりというようなことがございます。 

 そうした暴力に発展してしまうケース

の家庭の保護者を対象に親支援プログラ

ムというものを全１３回実施いたしてお

ります。保護者自身がセルフケアを行うこ

とや問題解決力をつけることで、虐待の再

発防止につなげております 

 令和６年度は６組の参加がございまし

て、令和７年度は４組の参加がございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 それでは、１２番目

の病児保育事業補助金に関しまして、実施

状況と利用状況について御答弁申し上げ
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ます。 

 まず実施状況でございますが、これは病

児保育を実施している私立保育施設等へ

補助を行っているものでございます。 

 病児保育事業の類型としましては三つ

ございまして、令和７年度は病児対応型、

これは病気の回復期に至っておらず、集団

保育が困難かつ保護者の勤務等で家庭で

の保育が困難な児童を対象としたもの、こ

ちらが１か所、病後児対応型としまして、

病気の回復期であり集団保育が困難かつ

保護者の勤務等で家庭での保育が困難な

児童を対象としたもの、これが１か所、あ

と体調不良児対応型としまして、事業実施

保育施設に通所しており、保育中に体調不

良となった児童について、保護者が迎えに

来るまでの間、緊急的な対応を必要とする

児童を対象としたもの、これが４か所ござ

います。 

 利用件数としましては、病児対応型が令

和６年度は４５４件、令和７年度は約５０

０件を見込んでおります。 

 病後児対応型につきましては、令和６年

度が３９件、令和７年度は約８０件を見込

んでおります。 

 体調不良児対応型につきましては、令和

６年度は私立では３施設で実施していた

ものが、令和７年度は１施設増えまして４

施設となっております。 

 令和６年度は３園で１，１４７件、令和

７年度は４園で約１，５００件を見込んで

おります。 

 このように、安心して子育てができる環

境整備を図るものとして補助を行ってい

るものでございます。 

 続きまして、１３番目でございます。 

 保育体制強化事業補助金の事業内容、効

果に関してのお問いでございます。 

 こちらは保育に係る周辺業務を行う者、

保育支援者と呼んでおりますが、その保育

支援者の配置の支援を行い、保育士の業務

負担の軽減を図るものでございます。 

 １施設当たり月額１０万円を限度に補

助を行うものです。令和７年度は１６施設

で２９人の保育支援者を配置いただいて

おります。 

 また内容ですけれども、例えばパートタ

イム等で勤務されまして、遊具等の消毒や

清掃、給食の配膳、後片づけに従事してい

ただく職員を配置することで、保育士等の

負担軽減を図っているものでございます。 

 続きまして１４番目、千里丘駅西地区保

育所等運営費補助金に関しまして、課題等

についてのお問いでございます。 

 まず、この補助金の説明をさせていただ

きたいと思います。 

 こちらは千里丘駅西地区再開発事業等

に伴いまして、約３００戸の集合住宅が建

設されることとなり、保育需要への対応と

して、当該地区の再開発ビルの中に民間法

人による保育所を整備する方針を決定い

たしました。 

 千里丘駅西地区再開発事業に係る特定

建築者から、再開発ビルにおける管理費等

が示されたところ、市内で同じような形態

である区分所有建物へ入居して保育所運

営を行っているほかの保育施設と比較す

ると、保育所運営には負担が大きいものと

考えられました。 

 したがいまして本市としては、この当該

地における保育所設置は必要と考えまし

て、保育所運営に係る負担軽減を図るため、

月額１０万３，０００円を上限として本補

助金を設けることとしたものでございま

す。 

 保育所設置運営事業者につきましては、
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公募型プロポーザルにて選定することと

し、このプロポーザルにつきましては２回

不調となっております。そのため、公募条

件の見直し等を行いまして、事業者を決定

したところでございます。令和９年９月ま

でに開所する予定で現在進めているとこ

ろです。 

 加えまして、待機児童の解消に向けては、

さらなる受皿の確保が必要と考えており

ます。 

 待機児童が多く生じている千里丘地区、

千里丘新町地区、この辺りの受皿の確保が

課題であると考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 松田副理事。 

○松田こども家庭部副理事 １５番目、つ

どいの広場の実施内容について、また令和

と平成の違いについてでございます。 

 まず実施内容につきましては、子育て中

の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての

不安、悩みを相談できる場として広場を設

置しております。 

 事業内容としては、基本の４事業がござ

います。１点目は子育て親子の交流の場の

提供と交流の促進、２点目は子育て等に関

する相談、援助の実施、３点目は地域の子

育て関連情報の提供、４点目は子育て及び

子育て支援に関する講習等の実施でござ

いまして、公立・私立にかかわらず、この

４事業を中心に行っておるところでござ

います。 

 また、令和と平成の違いということでご

ざいますが、利用者に近年感じられる変化

はございます。具体的に申しますと４点ご

ざいます。 

 １点目は、利用される保護者、特にお母

さんが育休を取得されておられ、職場復帰

までの短い期間の御利用の方が多いこと

でございます。利用者の入れ替わりが早い

ことが最近の特徴でございます。 

 ２点目は、同じく育休ですが、男性の利

用者が特に増えていることでございます。 

 厚生労働省事業所調査による男性の育

休取得率は、令和６年は４０．５％、前年

が３０．１％ですので、１年で１０ポイン

トも上がっている状況でございます。 

 ちなみに平成２７年ですと２．６５％で

ございました。お父さんが赤ちゃんを連れ

てふらりと来られる状況が見受けられる

ようになった点が変化であると思ってお

ります。 

 ３点目は、月齢の低い赤ちゃん、早けれ

ば生まれて１か月から２か月ぐらいの赤

ちゃんを連れてお見えになる方も多くな

っている点でございます。 

 令和６年度からは月２回、ゼロ歳児対象

の「赤ちゃんあつまれ」という事業を実施

しておるのですが、これも月齢の低い生後

５か月までの赤ちゃん組と、６か月から１

歳組とを分けて行っております。 

 どちらも盛況で、エンゼルひろばでした

ら入り切れないぐらいのニーズがござい

ます。 

 ４点目は、出産年齢が少し高くなってい

る点でございます。 

 出産年齢の平均が数年前から３０歳を

超えております。特に令和５年の人口動態

では、第１子の出産年齢で３５歳以上の方

が２１．６％、５人に一人ぐらいとなって

おり、第２子で３３．８％、第３子は４７．

４％でございます。 

 ２０年前を参考に平成１７年で申しま

すと、第１子は１０．８％、１０人に一人

ぐらいの割合でしたので、やはり社会進出

や晩婚化など、様々な状況の中から出産年

齢が高くなっていると思われます。 
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 来られる方の中には、少し若いお母さん

方の中には入りにくいとおっしゃるよう

な声もございますので、その点も踏まえ今

後は事業展開も考えていきたいと思って

おります。 

 いずれにせよ平成、令和と時代が移りＳ

ＮＳが発展したり等、いろいろな変化があ

ったとは思うんですが、お見えになる保護

者の方は育児の不安であったり、ＳＮＳは

あっても孤独を感じておられたり、子供の

心配をされたりと、悩みは変わらないと思

っております。つどいの広場の原点のとお

り、「いつでも誰でも気軽に来ていただい

て、常に誰かが待っていてくれる所」を今

後も実施してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、１６番目、多胎児移動支援員サポ

ーターについてでございます。 

 この制度は３歳未満の多胎児育児を行

う世帯に対しまして、外出及び移動支援を

行うものでございます。 

 １歳未満の世帯は年４回、１歳以上３歳

未満は年２回、１回３時間までの御利用が

無料でできるものでございます。 

 利用内容としては、病院の受診や乳幼児

健診への同行、つどいの広場への同行など

でございます。 

 令和４年度より開始いたしまして、過去

の推移としては令和４年度に２世帯、令和

５年度が６世帯、令和６年度が４世帯、本

年度については現在時点で５世帯の御利

用状況となっております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 １７番目、小中学校

通学区域等事業における小中学校通学区

域等審議会委員以外の方の意見聴取の考

え方です。 

 安威川以南地域の適正規模・適正配置に

おける検討におけます本審議会委員の方

以外の御意見につきましては、今のところ

具体的な考えはございませんが、前回と同

様、アンケートや地域の意見交換会などで

聴取について検討してまいりたいと考え

ております。 

 続きまして１８番目、新入学用品支給事

業のランドセルについて、自分らしいアレ

ンジへの考え方でございます。 

 スクールバッグにつきましては、おおむ

ね好評であり、黒色についての苦情等は、

直接、聞いておりませんけれども、事前の

アンケート結果やジェンダーレスの観点、

また在庫管理の負担軽減から黒色１色と

したものでございます。 

 御家庭でのランドセルカバーの装着で

すとか、キーホルダーの活用などによるア

レンジにつきましては、基本的には各学校

が定めるルールの範囲内となると考えて

おります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 羽田参事。 

○羽田学校教育課参事 では１９番目、教

職員人事事業につきまして、講師から正教

員になるための対策にお答えさせていた

だきます。 

 現在、大阪府教員採用選考テストにおき

ましては、第１次選考では筆答テストとし

て、一般教養や教職に関する専門性を問う

内容が出題されます。その合格者が第２次

選考に進み、全員共通で個人面接と模擬授

業、教科に関する専門的な内容に関する筆

答テストを行います。加えて小学校では小

論文、中学校の体育や音楽、美術、英語な

どでは教科の実技に関するテストが行わ

れます。 

 これらの選考の中でも、特に個人面接及



- 52 - 

 

び模擬授業につきましては、面接官の受け

取りを非常に重要視するところもござい

ますので、希望する講師に対しまして、

我々教育委員会と有識者にも参加してい

ただきながら、複数回の面接練習や模擬授

業の練習を行っております。 

 また、各校でも校長を中心とした経験豊

富な教員が、自主的に講師に対する練習会

を行ったりすることで、日頃の業務の中で

も採用選考テストの対策も踏まえて指導

を行うなどし、講師の教員採用選考テスト

への対策を行っております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 ２０番目、教育支援

ルームの場所の追加等に対する要望は特

に聞いておりません。 

 学校の教育支援ルーム等と連携しなが

ら、午前中は学校に行って、昼からパルに

来る等、子供の状況に応じて柔軟に対応し

ているところでございます。 

 続きまして２１番目、進路選択支援事業

の相談件数に関するお問いです。令和７年

度２月末現在ですけれども、中学校の保護

者の相談１９件、高等学校の保護者からの

相談が１件、それから社会人の方の相談が

１件、合計２１件受けているところです。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 田中課長。 

○田中学校教育課長 ２３番目、人権教育

推進事業に関わって、多文化共生教育につ

いての実施校数のお問いに御答弁申し上

げます。 

 多文化共生教育については、全校に社会

人講師活用に向けた機会を提供し、子供た

ちが当事者に出会い、多様な国の文化や歴

史を身近に感じることができる貴重な機

会を設けております。 

 とりわけ鳥飼西小学校と鳥飼北小学校

の２校については、地域と協働した多文化

共生教育を推進するため、ＮＰＯ法人と協

働して地域の飲食店と連携した取組を進

めております。 

 子供たちがベトナム料理店のメニュー

を考案し、グループごとでプレゼンテーシ

ョンを行い、そのうちの幾つかのメニュー

が実際に店頭に並ぶという取組でござい

ます。 

 続きまして２４番目、学校マネジメント

支援事業における学校経営戦略補助金の

内容について御答弁申し上げます。 

 補助金の内容変更により、名称を学校マ

ネジメント支援補助金から学校経営戦略

補助金に変更いたしました。 

 これまでは、学校園の校内研修の推進に

対して補助金を交付しておりました。学校

が抱える課題は多岐にわたります。令和８

年度より、これまでの校内研修の充実から、

学校自体の本来の目的である学校教育目

標の達成に向け、学校経営計画に基づいて

十分に裁量を発揮し、地域等の実情に応じ

た取組を主体的に推進するための必要な

経費として、補助金を交付することに変更

いたしました。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 ２５番目のお問い

で、土曜つながり推進事業の概要でござい

ますが、土曜つながり推進事業は、支援学

校に通うお子様であったり、市内の支援学

級に通うお子様、そして卒業生やその保護

者の方の交流を目的として実施しており

ます。 

 年に５回程度、教育センターで、半日ぐ

らいの規模のイベントを実施していると

ころです。 
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 以上です。 

○水谷毅委員長 田中課長。 

○田中学校教育課長 ２６番目、情報モラ

ル教材の内容について御答弁申し上げま

す。 

 情報モラル教材は、小・中学校全児童・

生徒を対象にしております。短時間で学ぶ

ことができるアニメーションに加え、学習

指導案やワークシートも付属されている

ことから、様々な教科の授業に組み込んだ

効果的な活用が期待できます。また、授業

時間以外にも朝のホームルームなど、学校

の実態に応じて短時間で活用することが

可能です。 

 さらに宿題等をすることで、子供と保護

者が一緒に学習することもでき、家庭への

啓発にも活用することができると考えて

おります。 

 続きまして、２７番目、部活動の地域ク

ラブと学校との連携について御答弁申し

上げます。 

 令和７年１２月に文部科学省から示さ

れました、「部活動改革及び次期クラブ活

動の推進等に関する総合的なガイドライ

ン」には、これまでの部活動地域移行とい

う言い方から、地域展開という言い方に変

更がなされております。 

 地域に存在する人的・物的資源を活用し

ながら、地域全体で支えることによって可

能となる新たな価値を創出し、より豊かで

幅広い活動を可能とするという理念の下、

地域クラブの実施に当たっては学校の施

設の活用、また教員等の兼職・兼業の仕組

み、それから学校との情報共有など、学校

との連携を図る必要があるため、地域展開

した場合については、学校は地域の一部と

して関わりを持つということも留意事項

として示されております。 

 教育委員会といたしましては、文化スポ

ーツ課と連携して部活動地域移行準備委

員会を年複数回実施しております。 

 また先ほど申し上げました、既存の部活

動が地域展開になることによる体制の整

備です。その辺りの検討を進めておるとと

もに、現在の中学校部活動について、拠点

校方式の部活動の推進や、部活動指導員を

配置するなど、現場の負担軽減を図ってい

るような状況でございます。 

○水谷毅委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 ２８番目、淀川わい

わいガヤガヤ祭の成り立ちについてでご

ざいます。 

 平成２２年度に実施された生涯学習市

民のつどい、当時は生涯学習サミットとい

う名称でしたが、そのときの議題となりま

した安威川以南の活性化によりまして、淀

川わいわいガヤガヤ祭を企画され、立ち上

げたということでございます。 

続きまして、２９番目、こどもフェスティ

バルの委託内容と団体数についてお答え

いたします。 

 こどもフェスティバル運営等委託料に

つきましては、活動運営準備金などが入っ

ており、参加団体の消耗品費ですとか、用

器具借上料とかが入っております。 

 また、こどもフェスティバル時に両方の

岸をつなぐ仮設橋の設置委託料も含まれ

ております。 

 団体数につきましては、令和８年度は３

６団体の見込みでございます。 

 続きまして、３０番目のＰＴＡにつきま

してお答えいたします。 

 ＰＴＡにつきましては、保護者と教職員

によって学校に組織され、子供たちの健や

かな成長を支えることを目的とした自主

的な社会教育団体であると認識しており
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ます。そのため活動の在り方につきまして

は、各小・中学校のＰＴＡにおいて主体的

に検討されるものと考えております。 

 摂津市内は、現在、保護者会という名称

になっているものですとか、あと保護者サ

ポーター制度、いわゆるボランティアの導

入を考えているところもあると聞き及ん

でおります。 

 続きまして、３２番目のせっつ生涯学習

大学の参加人数は、令和５年度が１９名、

令和６年度が１６名、令和７年度が１０名

でございます。 

 新しい講座内容につきましては、令和５

年度は、摂津市副市長が講演した「変貌し

ゆく摂津のまち」、市内の健康増進ダンス

の主催者による「幸せ長寿を目指して」、

つどい場の代表者による「つどい場の活動

内容」、大阪人間科学大学の准教授による

「子どもを大切にするまちづくり」でした。 

 令和６年度は、新しいものは４点ありま

して、ふるさと摂津案内人の会の会長によ

る「ふるさと摂津の案内」、福祉防災コミ

ュニティ協会理事で防災士の資格を持っ

ている方による「みんなで助かるために」、

大阪人間科学大学の准教授による「見える

喜びとその大切さ」、関西福祉科学大学の

名誉教授による「まちづくりに必要な人材

育成」でした。 

 令和７年度は、まだ最後まで終わってい

ませんが、新しいものは３点ございます。

摂津市史編さん執筆員で元吹田市立博物

館学芸員による「摂津市のまつり」、国立

健康・栄養研究所、身体活動研究センター

長による「健康と栄養面からのフレイル防

止」、大阪人間科学大学の教授による「社

会課題を発見して解決策を」でした。 

 続きまして、３３番目です。 

 公民館の空き部屋を自習室にするとい

うことで、春休みや冬休みの対応にお答え

します。 

 公民館は、子供たちの学習環境の充実を

図る観点から、今のところは夏休み期間を

中心に自習室を検討しているところです。 

 一方で、公民館は社会教育施設でもござ

いますので、各種団体の活動などにより貸

室利用が行われておりますことから、貸室

の利用状況を踏まえながら開放していく

ことになります。 

 具体的には、比較的利用に余裕のある和

室などを中心に考えているんですけれど

も、夏休みの状況を見た上で、春休みや冬

休みも考えていきたいと思っております。

まずは試行的にやっていきたいと思って

おります。 

 続きまして、３４番目、文化財保護事業

についてでございます。 

 市指定有形文化財である旧一津屋公会

堂については、大阪府内で現存する唯一の

大正時代の芝居小屋でありまして、その希

少性から文化財的価値が非常に高い建造

物です。 

 しかし、市民にはまだあまり広く知られ

てませんので、市制施行６０周年記念事業

の視点である、「先人たちが築いてきた歴

史を振り返り、市民の本市への誇りや愛着

を育みます」に沿ってＰＲしていく必要が

あると考えております。 

 まずは周年事業に合わせまして、旧一津

屋公会堂で見学会を兼ねまして、落語会等

の開催を考えております。 

 ３５番目、市民図書館、鳥飼図書センタ

ーそれぞれの施設の１人当たりの冊数に

ついてです。 

令和６年度と令和７年度分でお答えさ

せてもらいます。 

 令和６年度につきましては、市民図書館
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が２．９４冊、鳥飼図書センターにつきま

しては３．８４冊、令和７年度は、１月末

時点になりますけれども、市民図書館が２．

７３冊、鳥飼図書センターが３．９０冊と

なっております。 

 なお、市民図書館につきましては８月２

５日から休館しておりましたので、若干減

っていると考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 若狭教育長。 

○若狭教育長 小学校１年生のランドセ

ルリニューアルの件です。リニューアルラ

ンドセルの製品化のプロセスは課長が答

弁したとおりでございます。 

 配付である以上、十分に満足しないお子

さんが出てくることは残念ではあります

けれど、仕方がないことかと思います。た

だ、ランドセル代金の支給ではなく製品を

プレゼントするというところは、本市の温

かさであると私は思いますし、何十年も続

いてきたというところは、まさにそういう

ところかとも思います。 

 ちょっとしたアクセサリーとか装飾で

すが、これで自分らしくするといいますか、

満足の範囲内にするというのは、直接、学

校と保護者で御相談いただければと思い

ます。 

 全員同じものですから、区別がさっとで

きるように簡単な一品だけつけてもいい

という学校もあれば、校内には学習に関係

のないものは持ち込まないと決めている

学校もございますので、それぞれで話し合

っていただければと。 

 それから部活動の地域展開の問題です。

これは少子化でそれぞれの学校では部活

動が存続できなくなってきたというのが

１点、それから中学校教員の負担が非常に

大きいということがあると思うんですけ

れど、本市は拠点校方式、それから合同方

式で、少子化への対応は学校の努力で解決

してきていると思います。 

 ただ、教員の負担がなかなか和らげない

ということで、地域展開しないといけない

ような状況ではあるんですけれど、私は移

行期の子供たちの不利益にならないよう

にしてほしいということで、ゆっくりでい

いと思ってます。近隣他市と比べて、ラス

トでも構わないから、ゆっくり後をついて

いく、慎重に進めたらいいと思ってます。 

 全然この間、話題にはならなかったんで

すけれど、中学校の部活動がやってきたそ

の競技とかスポーツとか、文化活動を楽し

むこと以外に、コンクールに参加するとか、

試合に臨むというところがあると思うん

です。 

 まずは土・日だけ地域の人材に協力いた

だいて指導いただく、あるいは試合会場に

引率いただく、あるいは試合当日の審判等

をしていただくというのがあるんですけ

れど、そもそも試合に向けた準備はいつや

っているかというと、平日の夕方以降だっ

たり、教員の努力でずっとやってきたこと

なんです。では土・日だけの地域人材がそ

こまでできるかというと、まずできないで

す。 

 近隣他市で早く進めているところは、こ

のまま試合はどうするのか、参加だけする

のか、準備は一切手伝わないのかというよ

うな雰囲気を出しているところもありま

す。地域展開したら、お兄ちゃん、お姉ち

ゃんは試合に出たのに、私たちは試合すら

ないという状況はできるだけ避けたいと

思っていますので、慎重にゆっくりと、子

供たちのことをまず中心に据えて進めた

い。 

 もちろん所管は文化スポーツ課なんで
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すけれど、十分に連携して進めたいなと思

います。 

○水谷毅委員長 西谷副委員長。 

○西谷知美委員 皆様、御答弁ありがとう

ございました。 

 それでは、２回目は要望と追加質問など

をしていきたいと思います。 

 １番目の児童発達支援事業に関してで

す。丁寧に市民の利便性といいますか、ア

クセスのしやすさも考えて、新体制をつく

り上げていただいたことに感謝申し上げ

ます。 

 質問に戻らせていただきますと、以前の

質問の中でサポートブックという、今のお

子さんの状況について関連施設であると

か医療機関に提出するものの改定の話が

あったかと思うんです。それについてどう

なっているかをお伺いしたいと思います。 

 ２番目の子ども食堂に関しては、様々な

団体や飲食店が御参加いただいて、それぞ

れの形で、たくさん摂津市内で子ども食堂

を実施していただいていて、本当にありが

たいと思います。 

 お店の中ではフードリボンという形で、

お客さんがリボンを買って、そのリボンを

使って食べに来た子に提供したりといっ

たことに取り組んでいる団体もあります。

泉大津市では行政がそういった取組を後

押ししているところもあります。飲食店が

子ども食堂の場所を提供するのはなかな

か難しいと思うんです。お昼の時間帯はや

っぱり常連とか一般の方が来られるし、そ

れと違う時間帯にわざわざ場所を開ける

というのも難しいと思います。そういった

飲食店も参加しやすい形で取り組まれて

いる行政もありますので、ぜひ摂津市でも

御検討いただければと思います。 

 様々な子供たちの居場所事業をいろん

なところで展開できるように、ぜひ要望し

たいと思います。 

 ３番目の宿題カフェについて、１か所は

別々のところでやっているということで

す。先ほども自習する場所として、生涯学

習課において公民館を開放して、柔軟に取

り組んでいただくことは本当に感謝して

います。しかし、子ども食堂をやっている

場所は別の場所で、交渉がまとまらず、地

域の集会所を借りるに至った経緯もあり

ます。 

子ども食堂をやりつつ宿題カフェも新

たに開設されたところは、同じ場所が希望

だったとお伺いしております。相互の周知

も最初は難しかったという話も聞いてい

ますので、同じ場所を希望されている場合

はできるようにサポートいただけるとあ

りがたいです。こちらも要望としておきま

す。 

 次に、４番目の子育て支援短期利用事業

に関してです。レスパイト利用ということ

で、その事業を行う場所が摂津市内にない

ので、とにかく緊急で、保護者が病気とか

では預けられるのに、そこから通学や通園

はできません。ちょっとぜいたくな思いか

もしれないですけれども、通学等ができな

いならそこには預けられないという一つ

のハードルが生まれます。摂津市内でつく

ってくれというのもなかなか難しいこと

だとは思うんですけれども、そういった理

由もありつつ執行率が３８．５％なのかと

いうところもあります。 

例えば高齢者向けの移動サービスを応

用するとか、それも公立のルールの壁など

もあったりするかもしれないですけれど

も、市民がより豊かに暮らせるように、壁

を乗り越える努力をしていただければと

思います。そちらも要望としておきます。 
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 次に、７番目、市立児童センター管理運

営事業に当たって、中高生の受入れに対し

て、私も視察に行かせていただいたことが

あるんですけれども、尼崎市ユース交流セ

ンターも事業所の方と一緒に見に行かれ

たということで、すばらしいと思います。 

 本当にリラックスして過ごせるような

工夫がたくさんあるところなので、ぜひ委

員の皆さんも時間が空いているときに行

っていただきたいと思います。そういった

先進事例を参考に、子供たちが過ごしやす

い居場所づくりといいますか、児童センタ

ーづくりにしっかり取り組んでいただき

たいと思います。こちらも要望としておき

ます。 

 それで８番目の児童発達支援センター

については、先ほどの令和１４年問題に絡

めて機能集約も視野に入れつつ、新しく何

でも建てたらいいというものでもないと

いうところで、うまく摂津市内全体のこと

も考えながら、なるべく早く老朽化したと

ころを改善いただけるように、取組を頭の

片隅に置いていただけたらと思います。こ

ちらも要望としておきます。 

 次に、９番目、こどもつながり訪問事業

の現状について報告をありがとうござい

ました。 

 なかなか訪問したいおうちがあっても、

おうちの中に入れないといった問題があ

るとのことです。豊中市の例でいきますと、

おうちの中に入りにくいということであ

れば、社会福祉協議会でお弁当配達事業と

いうのをやっていて、その中で新しいお弁

当のメニューを考えて作ったから、試食し

てみないかと持っていって、ちょっと中を

見せてもらうとか、いろいろ工夫されてい

るところもあります。そういった先進事例

を参考に、さらに充実した内容となるよう

に取り組んでいただきたいと思います。要

望でございます。 

 次に、１０番目、親支援プログラムに関

してでございます。 

 こちらは受講者のその後についてお伺

いしたいと思います。 

 次に、１２番目、病児保育事業の件です。 

 思ったよりすごく件数があると、それぞ

れの報告を聞いて思ったところです。しか

し、病後児対応型より、病児対応型のほう

がニーズは高いと思います。 

今まで病後児しか対応してなかったの

に、病児対応に変えてくれというのは、な

かなかハードルが高いかと思うんですけ

れども、今年はインフルエンザＢ型がはや

りまして、困っているという声をたくさん

お聴きしました。共働きが多い摂津市です

ので、できたら病児対応型も１か所増やせ

たらと思いますので、こちらは要望として

おきます。 

 次に、１３番目、保育体制強化事業補助

金でございます。 

 お子さんを見る以外にも、コロナ禍以降

はおもちゃを殺菌するとか、細かい仕事が

たくさんあったりとか、早朝の受入れであ

ったり、そういったところをサポートして

もらえることで、保育士の業務負担を減ら

す取組でいいと思います。 

 摂津市ではないですけれども、大津市は

給与を下げる条例改正案が今議論されて

いるんですけれども、摂津市はそういうこ

とがないように、保育士の方が摂津市でず

っと働き続けたいと思えるような体制づ

くりを切に要望して、こちらの質問を終わ

ります。 

 次に、１４番目、千里丘駅西地区保育所

等運営費補助金についてです。 

 千里丘駅前という一等地なので管理費
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が高く、公募が２回不調に終わった後、よ

うやく事業者が決定したとのことで、本当

に尽力いただきましてありがとうござい

ます。令和９年９月の開設に向けて、しっ

かり取り組んでいただければと思います。 

 次に、１５番目、地域子育て支援拠点事

業に関してですけれども、本当に丁寧に答

弁いただいてありがとうございます。 

 男性の利用者が増えている、お父さんの

利用者が増えているとのことです。２回目

は、その男性利用者に対してどのような工

夫をされているか、もしされている場合は

お答えいただきたいと思います。 

 次に、１６番目、多胎児の対応について

でございます。 

 令和４年度から令和７年度までの対応

回数をお伺いしました。例は県の対応です

ので、摂津市に当てはめるのはなかなか難

しいかと思うんですけれども、岐阜県には

多胎児を専門でサポートするＮＰＯ法人

があります。そこに委託したり、岐阜県と

して取り組んでいるので、ぜひ大阪府でも

取り組んでいただきたいと要望します。 

多胎児は虐待リスクが高いと言われて

おりまして、実際に三つ子のお子さんを育

てることが、あまりにもハード過ぎて、一

人のお子さんをお風呂に沈めてしまった

という事件が、東海地域であったと思うん

です。あったからこそこういった団体が立

ち上がったのかと思いますので、摂津市で

も移動支援だけでなく、もう少し充実した

内容になればいいかと思いますので、そち

らも要望としておきます。 

 次に、１７番目です。小中学校通学区域

等事業の審議会についでございます。 

 こちらのテーマについては先ほど宇都

宮委員の答弁にあったかと思います。一つ

の学校をなくして二つの学校をくっつけ

るということではなく、教育長の答弁にも

ございましたけれども、新たな教育施設で

はないけれども、安威川以北からも通える

ようなお話も出ていたので、ぜひ多角的な

観点から、そして他市事例も参考にしなが

ら、しっかり審議していただきたいと思い

ます。要望としておきます。 

 次に、１８番目、ランドセルの件につい

てでございます。 

 心を込めてプレゼントするものですの

で、ありがたく使っていただきたいという

思いもあるんですけれども何件かそうい

うお話を聞きました。 

例えば線引きが難しいところではある

んですけれども、毎年インスタグラムを用

いて、摂津市に関する写真を撮って表彰し

ています。どれがよかったか、いいねの数

を競う、自分らしいアレンジコンテストな

どもできたらと思います。キッズファクト

リーとかではないですけれども、子供たち

の豊かな発想を引き出すというところで、

逆にシンプルなものだからこそ、うまく教

育的な機会にできればと思いますので、御

検討いただければと思います。要望として

おきます。 

 次に、１９番目、教職員人事事業につい

てでございます。 

 様々な取組で教員採用試験に合格でき

るよう、面接などに取り組んでいただいて

いるということで、ありがとうございます。 

 先ほど調べさせてもらったんですけれ

ども、茨城県では講師をどんどん正規の教

師にするという発表もありました。 

茨城県の例もあるから大阪府もそうし

てほしいという要望を摂津市からも上げ

ていただきたいと思います。こちらも引き

続き、摂津市でせっかく学校の先生になり

たいといっている方を採用できる取組を



- 59 - 

 

広げていただきますよう、要望としておき

ます。 

 次に２０番目、パル・アミ・メイトの状

況についてでございます。 

 他市のお話を聞いていると、教育支援ル

ームはハードルが高かったり、通いたくな

いというお話も聞く中で、本当に柔軟に取

り組んでいただいていて、同窓会もあった

り、そこに通ったことで高校進学率が去年

度は１００％だったように聞いておりま

す。摂津市の規模で１か所だけじゃなくて

３か所をやっているというところで、高く

評価したいと思います。 

 場所の追加について要望はなかったと

のことなんですけれども、校内支援ルーム

は時間の制限があったりもするので、校内

支援ルームをさらに充実して、通いやすい

ようにしていただくよう要望して、こちら

の質問は終わりたいと思います。 

 次に、２１番目、進路選択支援事業につ

いてです。社会人の方も相談があったとい

うことで、広く対応していただいていると

感じました。 

 ちなみに奨学金について、例えば摂津市

に住んでいる場合、大阪府とか関西とか国

とかで、貸与型ではなく給付型は、提案で

きる件数としてどのぐらいあるのか、把握

している範囲で御答弁いただけると幸い

でございます。 

  次に２３番目の人権教育推進事業の

国際理解に関してです。これは３年やった

んですか、鳥飼西小学校と鳥飼北小学校の

分です。 

 安威川以南だけでやっているので、でき

れば、安威川以北にはコミュニティプラザ

の中に国際交流協会もございます。しっか

りそちらとも連携して、安威川以北でも国

際理解の取組を実施していただければと

思いますので、こちらも要望としておきま

す。 

 次に２４番目の学校経営戦略補助金に

ついてです。マネジメント補助金というの

が、そういえば去年度はあったと思いまし

た。その名称を変えて、そして様々な学校

内の取組に使える予算ということで理解

いたしました。ぜひ子供たちの教育にしっ

かり寄与するような内容に取り組んでい

ただきたいと思います。要望としておきま

す。 

 ２５番目の土曜つながり推進事業に関

してです。支援学校、支援学級、保護者、

そして卒業生の方が参加されるイベント

ということで、コロナ禍でできていなかっ

た年度もあったかと思います。今は年５回

されているということで、支援学校に行っ

てしまうと地域との関わりがなかったり

する中で、他市だと年１回と聞いていたの

で、摂津市は年５回とかなり開催していた

だいて、ありがたいと思います。ぜひ支援

学校に通っているお子さんもしっかり地

域とつながれるように、引き続き実施をよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、２６番目、情報モラル教材につい

てでございます。 

 こちらは全小・中学校に対応できるよう

な教材ということで、特にどの時間にする

ということは決まっていないようなんで

すが、大体どの時期にするとか、例えば夏

休み前とか、そういったものがあるのかど

うかをお聞きしたいと思います。 

 制約というか、せめて夏休みまでにやっ

てほしいとか、そういった取決めがあるの

かどうかをお聞きしたいと思います。 

 次に、２７番目、部活動についてでござ

います。 

 教育長には丁寧に回答いただいて、あり
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がとうございます。 

 兵庫県が令和８年度から完全に地域展

開すると聞いてるんですけれども、私の知

り合いの川西市の市議会議員は、山手の学

校もあるので、その拠点校に通うだけで交

通費もかかるので、子供の権利をすごく大

事にしているのにと思っているところで

す。急ぐ必要はなく、子供の目線が第一と

いう答弁で、本当に安心いたしました。 

 摂津市は丁寧に、子供たちが部活動を楽

しめるように、じっくりと進めていただき

たいと思います。文化スポーツ課と連携し

て、しっかり進めていただきたいと思いま

す。要望としておきます。 

次に２８番目、淀川わいわいガヤガヤ祭

の成り立ちについて、御説明ありがとうご

ざいました。 

 安威川以南の活性化ということで、そう

なってくると地域コミュニティの活性化

になるので、生涯学習課の所管でいいのか

という疑問が出てくるんです。生涯学習課

で実施している事業としての項目等があ

るんでしたらお答えいただきたいと思い

ます。 

 次に、２９番目、こどもフェスティバル

に係るところでございます。 

 委託の内容と参加団体の数については、

ずっと同じ団体ばかりがやっていると、新

しい取組も増えていかないと思うので、ぜ

ひ新陳代謝が起こるようなきっかけづく

りもしていただきたいと思います。こちら

は要望としておきます。 

 次に、３０番目、ＰＴＡに関してです。

保護者会であるとかサポーター制度を取

り入れている学校があるということで、Ｐ

ＴＡが任意であるということが皆さんに

周知される形になりました。仕事をしなが

ら子育てしていたら、余裕がないのもすご

く理解はできるんですけれども、私自身は

ＰＴＡをやらせてもらって、先生と直接お

話しする機会があって本当によかったと

思っております。 

 最初は面倒くさいと思っていたんです

が、実際にやってみたら学校のことがすご

く見えてきて、絶対に継続していただきた

いと思っております。うまくいっている摂

津市内の事例をチラシにするなりして、で

きるだけどこの学校も何らかの形で、ＰＴ

Ａという名前じゃなくてもいいと思うの

で、そういった活動、先生と保護者が共に

学校について取り組める団体が存続でき

るように工夫していただきたい。こちらも

要望としておきます。 

 次に、３２番目、せっつ生涯学習大学に

ついてでございます。 

 こちらは参加人数を聞いていたら少し

ずつ減っているように思います。新しい講

座の内容もお話しいただいたので、そうな

るとやっぱり面白い内容をやっていると

いう周知が足りないのかと思います。ぜひ

地域人材を増やしていただくためにも、し

っかりと周知も頑張っていただきたいと

思います。こちら要望としておきます。 

 次に、３３番目、公民館管理事業です。

空き室を活用した自習室について、まずは

夏休み限定で始めていただくというとこ

ろで、私はこの件についてすごいと思うの

は、行政はきっちり決めないとできない部

分があるのかと思ってたんですけれども、

まずはやってみる、そしてやってみた中で、

よかったら冬休み、春休みもやってみると

いう形を取られているところがすばらし

いと思います。ぜひ夏休みが成功するよう

に頑張っていただきたいのと、地域の方に

もお声がけをして、誰も見守りがいないと

心配な面もありますので、そういった協力
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もしっかり仰ぐように要望しておきたい

と思います。 

 次に３４番目の一津屋公会堂について

でございます。 

 来年度は市制６０周年で落語会をされ

るとのことで、それの周知とともに企業版

ふるさと納税をぜひ対象にしていただき

たい。昔ながらの建物ですので、おみその

会社とか着物の会社とか、そういった和を

大事にしているところとか、あるいはせっ

かく落語もされるので、お笑いの関連のと

ころとかとうまく事業展開できたらと思

いますので、ぜひそちらも広げていただき

たいと思います。要望としておきます。 

 ３５番目、市民図書館と鳥飼図書センタ

ーに関する１人当たりの貸出冊数の件で

す。私は思い込みで、市民図書館のほうが

いっぱい借りてるんだろうと思っていま

した。鳥飼図書センターは何回行っても全

然人を見かけないと思って数を聞かせて

いただいたら、冊数は鳥飼図書センターの

ほうが多いということです。多分、来られ

た人はたくさん借りているのかなと推察

いたします。 

 こちらは健康マイレージが今回アプリ

に改定することで、行く行くはいろんなと

ころでインセンティブというか、ポイント

をためられるようにしたいという御答弁

でもありました。代表質問させていただい

たときに、例えば本を借りることで、そう

いったポイントをつけてもらえるような

形を将来取ってもらったら、もっと皆さん

が図書館に、まず行くだけでポイントを、

そして借りたらさらにポイントとなった

ら広がると思いますので、課を越えて、自

分たちの担当している事業が広がるよう

に取り組んでいただきたいと思います。こ

ちらも要望としておきます。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 飯野副理事。 

○飯野こども家庭部副理事 １番目のサ

ポートブックの改定の進捗状況でござい

ます。 

 サポートブックにつきましては、改定に

向けまして、児童発達支援センターを中心

に検討を進めておりますが、現在、庁内の

関係部署の担当者が集まりまして、掲載内

容について議論・協議を行っているところ

でございます。 

 サポートブックにつきましては、発達障

害や支援を必要とする子供の特性や接し

方、配慮してほしい点、これまでの支援内

容などをまとめた情報の引継ぎ、また共有

のツールとなります。 

 そのため、掲載内容についていろいろな

情報を書き込めるように充実させるべき

だという意見もあれば、逆に使ってもらう

ためには簡素化して必要な情報のみの掲

載にするべきだという意見もありまして、

様々に議論を闘わせている状況でござい

ます。 

 引き続き、他市のサポートブックの研究

等をしながら、協議・議論を重ねてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 佐野課長。 

○佐野こども家庭相談課長 それでは１

０番目、親支援プログラム受講者のその後

について、お答えいたします。 

 親支援プログラムの受講者に対しまし

ては、プログラム終了後にアンケートを実

施しており、アンケートの回答といたしま

しては、自分の心の奥深い傷を同じ境遇の

ある保護者に聴いてもらったり助言をも

らったりすることで、つらかった過去が少

しずつではあるが消化できたと、気持ちの
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安定化につながったという御意見や、プロ

グラムで学んだ育児技法やセルフケアを

実践することで怒ることが減少し、子供と

の関わり方が変化した等、子供のしつけの

際に暴力によらずに解決できるようにな

ったという御意見をいただいております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 松田副理事。 

○松田こども家庭部副理事 １５番目、つ

どいの広場の男性利用者への取組につい

てでございます。 

 「パパっこクラブ」という親子教室を開

催しておりまして、年２回、４回連続講座

で、内容としては父親が主体となって子供

との時間を過ごすような内容となってお

ります。 

 定員は１５組でございますが、令和６年

度実績として、１回目は１１組、延べ３１

組６３名、２回目は１５組、延べ４１組８

９名の参加をいただいておりまして、それ

ぞれ好評でございました。 

 また第２土曜日は、ママは来ないでくだ

さいという、「パパの日」を設定しており

まして、初めての方も抵抗なく来られる設

定をしております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 ２１番目の進路選

択支援事業の給付型の奨学金ですけれど

も、この事業の中で提案している奨学金に

ついては、大阪府の教育庁、それから摂津

市の進路保障協議会の取りまとめた資料

を基に御案内しております。その中で給付

型のものですと、高校生対象のものとして

は摂津市の私立高等学校等学習支援金、そ

れから大学生対象のものとしては日本学

生支援機構が実施する奨学金、それぞれ１

点ずつとなります。 

 ほかにもあしなが育英会や朝鮮奨学会

奨学金等もございますが、応募対象となる

方が限られています。それ以外の奨学金は、

貸付型か教育ローンということになりま

す。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 田中課長。 

○田中学校教育課長 ２５番目の情報モ

ラル教材の実施時期について御答弁申し

上げます。 

 まず、情報モラル教材は、先ほど小学校

１年生から中学校３年生までと言いまし

たが、小学校１年生と中学校３年生が同じ

教材というのはなかなか無理でございま

す。 

 本市では、情報活用能力体系表というも

のをつくっておりまして、小学校１年生で

あればこういった教材が適しているとか

を記載した表を参考にして、現場では活用

しておる状況です。 

 また、実施時期についてですけれども、

今教科書にはたくさん情報モラルについ

ての題材であるとか、読み物教材等でも情

報モラルを取り扱っているものがござい

ます。 

 題材に合わせて５分から１０分の動画

で見られるものもございますので、併せて

見たりという使い方が多いと捉えており

ます。 

○水谷毅委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは２８番目

のお問いにお答えします。 

 淀川わいわいガヤガヤ祭で生涯学習課

らしいイベントは、昨年につきましては、

淀川に関わるイベントといたしまして、鳥

飼ワンド探検ツアーで生き物観察ですと

か、ふるさと摂津案内人の会実施の淀川の

自然景観の歴史、また青少年育成として、
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市内のボーイスカウトによります体幹と

バランス感覚を養うモンキーブリッジな

どが行われ、たくさんの子供たちがにぎや

かに楽しんでいました。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 西谷副委員長。 

○西谷知美委員 それではサポートブッ

クについてでございます。 

 様々な関連する方々に参加いただいて、

今は検討中とのことです。ぜひ茨木市とか

吹田市の事例や絵を参考に、一番すばらし

いものにしていただくよう要望して、こち

らの質問を終わります。 

 次に、親支援プログラムについてでござ

います。 

 このような丁寧なプログラムを採用し

ているのは、近隣では、摂津市ぐらいじゃ

ないかと思います。全国に広がったら分か

らないですけれども。 

思い出すのは５年前の悲しい事件です。

そういったことがなくなるよう、引き続き

丁寧にこちらのプログラムを、平日とかで

お仕事をされていたら受講が難しいとい

ったお声もありますので、その辺も工夫い

ただいて、継続いただくようお願いしたい

と思います。 

 次に、地域子育て支援拠点事業の男性の

利用者に対するサービスです。「パパっこ

クラブ」というのを実施していただいてい

る件と、第２土曜が「パパの日」というと

ころで、お母さんがいるところになかなか

入っていくのは難しいかと。でも意外と平

気な人が平日にふらっと来たりもするの

かと思うんですけれども、男性の産後鬱も

聞かれますので、ぜひ男性の育児参加がし

やすい摂津市であるように、取組を進めて

いただきたいと思います。要望としておき

ます。 

 次に、情報モラル教材についてでござい

ます。 

 学年に合わせていろいろな内容がある

とのことです。今はフェイク動画とかいろ

いろ問題がございますので、摂津市の子供

たちがしっかりと情報モラルに関して、ス

ペシャリストじゃないですけれども、危険

な目に遭わないように様々な取組を進め

ていただきますよう、要望としておきます。 

 最後に、淀川わいわいガヤガヤ祭につい

てでございます。 

 鳥飼ワンドの学びですとか、淀川の自然

についての講座があったり、ボーイスカウ

トの取組があったりということで、生涯学

習に関わる内容も実際に祭りの中で実施

されているということで、よかったと思い

ます。 

 淀川の活性化についての予算も、かわま

ちづくりというところでついていたかと

思います。淀川わいわいガヤガヤ祭で実施

している内容も生かしていただいて、摂津

市にとって恵みの存在でもある淀川を活

用していただくよう要望して、私の質問を

終わります。 

○水谷毅委員長 本日の委員会はこの程

度のとどめ、散会いたします。 

（午後４時２８分 散会） 
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